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東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例

許可申請の手引き
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特定事業許可申請書を申請（条例第９条）

特定事業変更許可申請書を申請（条例第１１条）

許可申請書の内容を審査



　住民説明会等

※残土を用いて特定事業を行う場合。
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完了、終了は、２月前に事前

届を提出（条例第２１・２２条）

　　　特定事業完了等

　　　確認通知書の交付

　　（条例第２０・２１・２２条）


東　金　市

はじめに

土地の埋立て等及び土砂等に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の埋立てを防止し、もって市民の生活の確保及び生活環境の保全に寄与するための「東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」が平成１８年１月１日から施行されました。

　この手引きは、土砂等の埋立て等を実施される皆様に、条例の内容を理解していただくとともに、条例に基づく諸手続きに必要な書類の作成方法等を解説したものです。

　条例の主旨を十分理解され、土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生の防止に十分留意されるようお願いします。
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特定事業の流れについて
	土砂等の搬入による土地の埋立て等行為

	

	　

	

	５００㎡以上の事業区域（特定事業）
	
	５００㎡未満の事業区域
（小規模特定事業）

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公共的団体

特定事業
	　
	採取土砂のみ用いて

自らの農地客土等、
宅地雨水対策、
国又は地方公共団体
の補助事業
	
	残土を用いる

特定事業
	
	採取土砂のみを
用いる特定事業
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	※特定行為なし
	
	※特定行為あり
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	安全基準に関する
措 置 命 令 等
（条例第２９条）
崩落等の防止に関する
措 置 命 令 等

（条例第３０条）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	事 前 協 議（条例第８条）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	適 用 除 外

（条例第６条）
	
	特定事業の許可

（条例第６条）
	
	特定事業の届出

（条例第７条）
	
	


※特定行為とは、法令等に基づく許認可等を要する行為（森林法、都市計画法等）をいう。条例第６条第１項第３号

手　数　料

	
	特定事業区域の面積

	
	５００㎡以上３，０００㎡未満
	３，０００㎡以上

	許可申請手数料
	２０，０００円
	４８，０００円

	変更許可申請手数料
	１０，０００円
	２８，０００円

	譲受け許可申請手数料
	２８，０００円


再生土等による埋立て等について
再生土等（廃棄物又は土砂を人為的に加工し、又は添加して、その形状を改良したもの）を用いる埋立て等は、原則として禁止です。
　ただし、条例の適用が除外される再生土等による舗装工事は、舗装（路盤、基層及び表層）の設計条件及び施工条件（公益社団法人日本道路協会が発行する舗装設計施工指針等に準じます。）を満たす性能及び品質を有する粒状路盤材として再生土等を当該現場で埋め立てる場合に限られます。なお、舗装工事に伴う土地造成（路床及び路体）において再生土等を使用することは条例により禁止されています。
　建築物その他の工作物の新築、改築又は除去に伴って発生したコンクリート、コンクリートくず及びアスファルト（骨材、フィラー等から成るアスファルト合材のことをいいます。）を原料とする再生砕石によって行われる基礎工、裏込工及び埋戻工は、この条例に規定する再生土等の埋立て等には該当しません。
　また、上記の条例の適用が除外される工事を行うための再生土等の一時堆積については、再生土等の埋立て等には該当しません。
採取土砂のみを用いる特定事業について
５００㎡以上の区域を埋立て、盛土又は堆積等を行う（特定事業）場合は、条例に基

づく許可等が必要です。

許可等の必要がない場合であっても、再生土等又は安全基準に適合しない土砂等の埋立て等を行ってはならないことになっています。

その他各種法令の規制を受ける場合には、所要の手続きをして下さい。

１．採取土砂のみを用いる場合は、土質・水質検査を行う必要はありません。

２．採取土砂のみを用いる特定行為を伴う特定事業の場合は届出となります。

※特定行為　法令等に基づく許認可等を要する別表２に掲げる行為

３．採取土砂のみを用いて行う次の事業は許可等の手続きは不要となります。

（１）国、地方公共団体等が行う事業（残土を使用する場合でも不要）

（２）採取土砂の販売を目的とする一時堆積特定事業

（３）宅地内の雨水を排除するため、土砂等を盛土する事業

（４）自らの耕作の用に供するため、権原を有する農地に自ら客土する事業

（５）国又は地方公共団体の補助を受けて行う事業

４．隣接土地所有者の承諾が必要となりますので、事業計画を説明し承諾を得てください。
　　

残土を用いる特定事業について
　残土を用いる場合には、さらに次の項目が必要となります。

１．埋立て前の表土の土質検査を行うこと。

	特定事業区域
	検体数

	　５００㎡～　３，０００㎡未満
	１

	　３，０００㎡～１０，０００㎡未満
	２

	１０，０００㎡～２０，０００㎡未満
	３

	以降、１０，０００㎡ごとに、１検体増やす。


表土の土質が安全基準に適合していない場合は許可できません。

２．周辺住民への説明会を行うこと。

周辺住民に計画概要・構造・搬入時間・搬入土砂・環境保全上の対策などを説明する。

説明会の開催範囲については市が指定します。

３．特定事業区域（場）から３００ｍ以内に住む世帯主の１０分の８以上の承諾を得ること。原則として上記説明会開催後に承諾を得てください。
４．残土搬入前には発生場所ごと（５，０００㎥ごと）に次の書類等を添付して市に届出すること。

（１）発生場所の位置図

（２）発生場所の現場写真

（３）検査試料採取調書

（４）地質分析（濃度）結果証明書

（５）土砂等発生元証明書

５．土砂等管理台帳を作成し１ヶ月ごとに市に提出すること。

６．土質・水質検査を２ヶ月ごとに行い、結果を市に報告すること。

　土質検査　市職員立会いの上、特定事業区域を３，０００㎡以内の区域に等分して行う。

　水質検査　市職員立会いの上、１箇所以上行う。

７．廃止・完了・終了時に土質・水質検査を行い、結果を市に報告すること。

　土質検査　市職員立会いの上、特定事業区域を３，０００㎡以内の区域に等分して行う。

　水質検査　市職員立会いの上、１箇所以上行う。

８．「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた廃棄物はもちろん、廃棄物又は土砂を改良したもの（再生土等）は埋立て等に使用できません。

事前協議から事業完了までの流れについて
特定事業計画書（事前協議）について
　特定事業の申請にあたっては、条例に基づく許可申請（変更許可申請、特定事業の届出を含む。）を行う前に、市長に対して特定事業計画書（特定事業変更計画書）を提出するとともに、周辺の住民に対して計画の概要及び地域の環境保全上の留意点について周知してください。

１．特定事業（変更）計画書　作成・記載要領等

　・特定事業（変更）計画書及び添付書類等については、フラットファイル等で製本し提出して下さい。

　・特定事業（変更）計画書に添付される書類等についての目次を作成して下さい。

　　　原則として特定事業（変更）計画書の必要書類チェック表の順で作成して下さい。

　・変更の許可を受けようとする場合は、特定事業変更計画書、変更に係る添付書類及び図面（規則で定める軽微変更を除く。）を作成して下さい。

　・提出部数は、正本（原本）１部、副本１部、関係機関意見照会用写し６部です。ただし、隣接する市町への意見照会その他必要と認める場合は、部数を加えるものとします。
　　（副本は、後日事業主等に控え用として返却します。）

（１）特定事業計画書（第４号様式）・特定事業変更計画書（第５号様式）

　　①事業者

　　　　特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　②施行者

　　　　事業者と請負契約により特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　③土地所有者

　　　　特定事業区域（場）内の土地の所有者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　④特定事業の区分

　　　　該当する項目を○で囲んで下さい。

　　⑤特定事業区域（場）の位置

　　　　特定事業区域（場）の代表地番及びほか○○筆と記載するとともに地番一覧表を添付して下さい。なお、一覧表には、地目、地積、所有者等の住所及び氏名を記載して下さい。

⑥特定事業区域（場）の面積

　　　　実測により測量した面積を記載して下さい。

⑦特定事業の実施期間

　　　　特定事業を行う期間（３年以内。一時堆積特定事業及び変更の場合は、１年とします。）を記載して下さい。なお、事前協議等から許可となるまでの期間を考慮に入れて計画して下さい。
　　⑧土砂等の区分

　　　　該当する項目を○で囲んで下さい。
　　⑨総搬入量（一時堆積特定事業は総搬出量）

　　　　実測の平面図や断面図により計算した土砂等の量（土量変化率を考慮したもの。）を記載して下さい。

　　⑩跡地利用計画

　　　　特定事業完了後の跡地利用について記載して下さい。

　　⑪他の法令等の許認可等・届出の状況

　　　　本条例以外に特定事業を施行するにあたり、許認可等・届出が必要な場合は、法令等の題名及び状況を記載して下さい。

　　⑫変更する事項の内容及び変更の理由

　　　　変更の許可を受けようとする場合は、変更前と変更後の内容及び理由を記載して下さい。（規則で定める軽微変更を除く。）また、現特定事業に係る、特定事業許可決定通知書等の写しを添付して下さい。

（２）特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書

　　　　特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（３）特定事業区域（場）及びその周辺の土地に係る公図の写し

　　　　特定事業区域（場）を明示し、特定事業区域（場）及びその周辺の地目、地積、所有者等の住所及び氏名を記載し、謄写した法務局名、作成年月日（３ヵ月以内に作成されたものに限ります。）、作成者名を記載して下さい。

（４）特定事業区域の位置図

　　　　１／２，５００程度で特定事業区域の周辺の状況（住居や公共施設等）が判明できるものを添付して下さい。

（５）土砂等の搬入計画書

　　　　搬入予定の土砂等の発生場所、量、搬入期間、搬入時間、性質を記載して下さい。搬入予定量は、特定事業計画書の総搬入量と概ね合致するようにして下さい。また、土砂等の搬入についての経路図を添付して下さい。

（６）特定事業区域の現況平面図及び断面図

　　　　１／２５０～１／５００程度で特定事業施工前の現況が判別できるものを添付して下さい。断面図は形状が確認できるピッチの縦横のものを添付して下さい。また、平面図には特定事業区域について隣接との境界杭等を明示して下さい。

（７）特定事業区域の計画平面図及び断面図

　　　　１／２５０～１／５００程度で特定事業施工後の形状が判別できるものを添付して下さい。断面図は形状が確認できるピッチの縦横のものを添付して下さい。また、平面図には特定事業区域について隣接との境界杭等を明示し、現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置を添付して下さい。なお、一時堆積特定事業の場合は、土砂等の堆積が最大時の構造が確認できるものを添付して下さい。

（８）土量計算書

　　　　搬入する土砂等の量を積算した土量計算書（土量変化率を考慮したもの。）を添付して下さい。

（９）調整池の平面図、断面図及び構造図

　　　　調整池を用いる場合は、平面図及び断面図は１／２５０～１／５００程度で作成し、構造図は１／２０～１／５０程度で作成し添付して下さい。また、容量計算書についても添付して下さい。

（10）放流先水路の流域図及び断面図

　　　　特定事業区域外へ排水する場合は、流域図は１／２，５００程度で作成し、断面図は１／２５０～１／５００程度で作成し添付して下さい。

（11）流量計算書

　　　　特定事業区域外へ排水する場合は、流量計算書を添付して下さい。

（12）特定事業区域の表土の地質の状況

　　　　残土を用いる場合は、特定事業区域の面積に応じて規則第６条第２項第１号の区分に従って採取（採取は５点混合方式で深さは概ね１０～３０㎝程度）、分析し次のとおり添付して下さい。

　　①発生場所の位置図

　　　　採取位置を記載したものを添付して下さい。

　　②発生場所の現場写真

　　　　採取地点と採取状況が分かるものを添付して下さい。

　　③検査試料採取調書（第６号様式）

　　　　採取者が記載し、各分析証明書ごとに必要です。

　　④地質分析（濃度）結果証明書（第７号様式）

　　　　写しは不可とします。検査項目には水素イオン濃度を含みます。なお、表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される場合は、１／２５０～１／５００程度で遮断されることを示す構造図を添付して下さい。

　　　　変更で特定事業区域を拡張する場合は、原則として増加する特定事業区域を同規則の区分に従って土質検査を行って下さい。

（13）住民説明会の計画書

　　　　残土を用いる場合は、地域住民への説明会の期日・計画概要・構造・搬入時間・搬入土砂・環境保全上の対策などの計画を記載して下さい。
（14）委任状
　　　　代理人が事前協議を行う場合、事業主等からの委任状を添付して下さい。

特定事業（変更）計画書の必要書類チェック表

	番号
	有　無
	提　　出　　書　　類
	備　　考

	１
	
	特定事業計画書
	４号様式　目次を添付

	
	
	特定事業変更計画書
	５号様式　目次を添付

	２
	
	特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書
	発行後３ヵ月以内

	３
	
	特定事業区域（場）及び周辺の公図の写し
	作成後３ヵ月以内

	４
	
	特定事業区域の位置図
	地番一覧表を添付

	５
	
	土砂等の搬入計画書及び搬入経路図
	別紙様式

	６
	
	特定事業区域の現況平面図
	

	
	
	特定事業区域の現況断面図
	

	７
	
	特定事業区域の計画平面図
	

	
	
	特定事業区域の計画断面図
	

	８
	
	土量計算書
	

	９
	
	調整池の平面図
	

	
	
	調整池の断面図
	

	
	
	調整池の構造図
	

	10
	
	放流先水路の流域図
	

	
	
	放流先水路の断面図
	

	11
	
	流量計算書
	

	12
	
	特定事業区域の表土の地質の状況
	（残土の場合）

	
	
	①
	発生場所の位置図
	

	
	
	②
	発生場所の現場写真
	

	
	
	③
	検査試料採取調書
	６号様式

	
	
	④
	地質分析（濃度）結果証明書
	７号様式

	
	
	⑤
	表土と遮断されている場合の構造
	（遮断されている場合）

	13
	
	住民説明会の計画書
	（残土の場合）

	14
	
	委任状
	（代理人の場合）


２．住民説明会について（残土を用いて特定事業を行う場合のみ）

（１）住民説明会の範囲

　　　　特定事業計画書に伴う指導事項回答書の提出後、環境保全課が説明会を実施する住民の範囲について指定します。説明会の範囲は、原則として特定事業区域から３００ｍ以内に所在する全ての区及び排水及び用水に流水する場合は下流域の隣接１区を追加するものとします。

　　　　なお、説明会開催に際して、場所及び日時等を開催の７日以上前に特定事業を予定する区域の目立つ場所に掲示してください。

（２）住民説明会の実施

　　　　環境保全課と協議を行った範囲の住民について実施することとし、また、区長等の地域の代表とその開催方法等について協議して下さい。

　　　　特定事業計画の内容について十分に周知し理解を得るよう努めるとともに、地域の環境保全上の留意点について具体的に協議し、住民からの質問や意見要望等について特定事業計画に反映して下さい。なお、残土の発生場所の変更については、説明会の開催を省略することができます。
（３）協定の締結

　　　　住民説明会の中で、住民の代表者から協定等の申し出があった場合にはその締結に努めて下さい。

（４）住民説明会等報告書の作成

　　　　住民説明会が開催された場合、説明についての内容及び結果を住民説明会等報告書（第１１号様式）に記載して、事前協議終了までに提出して下さい。なお、当該報告書は特定事業許可申請書にも添付して下さい。

　　　　記載すべき事項は、説明の日時、方法、説明した範囲、要望や意見及びその回答などについて具体的に記載するとともに、必要に応じて説明に関連する書類等を作成し添付して下さい。

３．特定事業（変更）計画書提出（受理）後の協議の流れ

（１）現地調査

　　　　特定事業区域（場）を杭等により明示して下さい。

（２）指導事項通知書の交付

　　　　指導事項通知書で指導のあった関係課（機関）と個別に協議して下さい。その結果を指導事項回答書として提出して下さい。

　　　　指導事項回答書には、関係課（機関）と協議した日付、担当者の氏名及び協議内容を記載してください。

（３）特定事業事前協議済書の交付

　　　　関係住民、関係課（機関）を含め回答等に問題がなければ、特定事業事前協議済書により協議が終了したことを通知します。

（４）特定事業計画書の有効期間

　　　　指導事項通知書の通知年月日の翌日から起算して１年を経過し、指導事項回答書が提出されていない場合は、取り下げられたものとします。ただし、関係課（機関）の指導により、継続的に協議調整が行われている場合は、協議継続中として有効となることがあります。

特定事業許可申請について
１．特定事業許可申請書　作成・記載要領等

　・特定事業許可申請書及び添付書類等については、フラットファイル等で製本し申請して下さい。

　・特定事業許可申請書に添付される書類等についての目次を作成して下さい。

　　　原則として特定事業許可申請書の必要書類チェック表の順で作成して下さい。

　・提出部数は、正本（原本）１部、副本１部です。

　　（副本は、後日事業主等に控え用として返却します。）

（１）特定事業許可申請書（第９号様式）

　　①事業者

　　　　特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　②施行者

　　　　事業者と請負契約により特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　③土地所有者

　　　　特定事業区域（場）内の土地所有者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　④特定事業区域の位置

　　　　特定事業区域の代表地番及びほか○○筆と記載するとともに地番一覧表を添付して下さい。なお、一覧表には、地目、地積、所有者等の住所及び氏名を記載して下さい。

　　⑤特定事業区域の面積

　　　　実測により測量した面積を記載して下さい。

　　⑥現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置

　　　　１／２５０～１／５００程度で作成し添付して下さい。特定事業区域が３，００

０㎡以上の場合は現場事務所の設置計画を添付してください。

　　⑦現場責任者の氏名及び職名

　　　　現場責任者の氏名及び所属会社等における職名を記載して下さい。ただし、他の特定事業と兼務することはできません。

　　⑧土砂等の量

　　　　別紙特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項の予定量の合計に概ね合致するようにして下さい。

　　⑨特定事業の実施期間

　　　　特定事業を行う期間（３年以内。一時堆積特定事業及び変更の場合は、１年とします。）を記載して下さい。なお、事前協議等から許可となるまでの期間を考慮に入れて計画して下さい。

　　⑩土砂等の搬入計画に関する事項

　　　　発生場所、発生元事業者名、当該発生元からの搬入予定量、搬入についての最大日量、搬入期間及び土砂等の性質について、別紙特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項に記載して下さい。予定量の合計が特定事業に使用される土砂等の量に概ね合致するようにして下さい。なお、備考欄に当該発生事業者の連絡先等を記載して下さい。
　　　　また、次の添付書類を提出してください。書類は土砂等の発生場所ごとに提出して下さい。
　　　【１】土砂等発生元証明書（第１８号様式）の写し
　　　　　　特定事業に使用される土砂等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定　

　　　　　　する廃棄物ではないことを証する書面で、発生元事業者が記載して下さい。

　　　　　　　発生土砂等の運搬契約者名には、土砂等の発生場所から特定事業区域まで　　　　

　　　　　　の運搬に係る全ての運搬事業者名を記載して下さい。

　　　【２】検査試料採取調書（第６号様式）の写し
　　　　　　採取者が記載し、各分析証明書ごとに添付して下さい。

　　　【３】地質分析（濃度）結果証明書（第７号様式）の写し
　　　【４】土砂等発生場所の位置図

　　土砂等の発生場所が特定出来る位置図及び検体採取地点の位置図

　　  【５】検体発生場所の現場写真

　　採取地点と採取状況が分かるものを添付して下さい。　
　　　搬入される土砂等が次の場合は、それを証する書面で、地質分析（濃度）結果証　

　　明書の写し等の書類に代えることができます。

　 <１> 採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他法令等に基づき採取された土　

　砂等であることを証する書面で、土砂等売渡・譲渡証明書（第１７号様式）の写し

　及びその許認可書の写し

　 <２> 公共事業により発生し、又は採取された土砂等で建設発生土管理基準に適合

　する土砂等であることを証する書面で、公共事業土砂等発生元証明書（第２７号様

　式）の写し及び汚染要因に関する調査票の写し

　　⑪土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための措置

　　　　１／５００程度の平面図等に必要な措置を講じたものを作成して下さい。なお、表土の流出の可能性がある場合は高さ１ｍ程度の板柵を設置すること等により防止するものとし、沈砂池（調整池）、堰堤等の位置及び構造を記した図面を添付して下さい。

この他にも、事業主等が特定事業を施行している間における災害の発生を防止するために計画している方法があればそれを記載して下さい。
　　⑫排水の水質検査を行うための措置又は施設の構造

　　　　１／５００程度の平面図に排水溝、排水桝等を記載し、排水の測定位置を明らかにしたものを添付して下さい。

　　⑬法定代理人の氏名又は名称及び住所

　　　　事業主等が未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人の場合は、その名称、住所及び代表者の氏名）を記載し、住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書を添付して下さい。
　　⑭一時堆積特定事業に使用する土砂等の搬入及び搬出の年間予定量

　　　　年間及び１日平均の土砂等の搬入及び搬出の予定量を記載して下さい。

　　⑮一時堆積特定事業に供する施設及び堆積の構造

　　　　１／２５０～１／５００程度で構造が判明する断面図を添付して下さい。

　　⑯事業主等が未成年者の場合、法定代理人、役員及び使用人の氏名及び住所を第２面に記載し添付してください。

　　⑰事業主等が個人の場合、使用人の氏名及び住所を第３面に記載し添付してください。

　　⑱事業主等が法人の場合、役員、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者、及び使用人の氏名及び住所を第４面に記載し添付してください。

（２）事業主等が条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（第９号様式の２）

（３）特定事業事前協議済書（第８号様式）の写し

　　　　本特定事業に係る、特定事業事前協議済書の写しを添付して下さい。

（４）住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　事業主等の全ての住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（５）法定代理人の住民票の写し又は登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　事業主等が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人の場合は登記事項証明書）及び印鑑登録証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（６）現場責任者であることを証する書面

　　　　事業主等が定めた特定事業の現場責任者であることが確認できる書面を添付して下さい。

（７）特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書

　　　　特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。なお、事前協議で添付したものの写しを使用することはできません。
（８）特定事業区域（場）の公図の写し

　　　　特定事業区域（場）を明示し、特定事業区域（場）の地目、地積、所有者等の住所及び氏名を記載し、謄写した法務局名、作成年月日（３ヵ月以内に作成されたものに限ります。）、作成者名を記載して下さい。

（９）特定事業区域の位置図

　　　　１／２５，０００程度で、道路及び地域等周辺の状況が判別できるものを添付して下さい。

（10）特定事業区域付近の見取図

　　　　１／２，５００程度で特定事業区域の周辺の状況（住居や公共施設等）が判明できるものを添付して下さい。

（11）土砂等の搬入計画に関する事項

　　　　（１）の⑩を参照してください。
　
（12）土砂等の搬入経路図

　　　　土砂等の発生場所ごとの現場から特定事業許可申請地までの土砂等の搬入経路を添付して下さい。

（13）特定事業区域の平面図及び断面図

　　　　１／２５０～１／５００程度で作成し、特定事業の施行の前後の形状が判別できるものを添付して下さい。なお、一時堆積特定事業の場合は、土砂等の堆積が最大時の構造が確認できるものを添付して下さい。

（14）特定事業区域の実測求積図

　　　　実測の求積図を添付して下さい。

（15）完了した場合の平面図及び断面図

　　　　１／２５０～１／５００程度で特定事業完了後の形状が判別できるものを添付して下さい。断面図は形状が確認できるピッチの縦横のものを添付して下さい。

（16）現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置

（17）擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図

　　　　擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合は、１／２０～１／５０程度で断面図及び背面図を作成し、背面図は擁壁等の裏面の構造が判明できるものを添付して下さい。
（18）土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための措置

（19）特定事業区域（場）の排水計画図

　　　　湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地及び自然排水を遮断するような地形構造の場合は、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水に係る措置の図面、流量計算書及び流域の図面を添付して下さい。

　　　　さらに、沈砂池（調整池）等の設置が必要な場合は、容量計算書及び構造図等の図面を添付して下さい。

（20）排水の水質検査を行うための措置又は施設の構造

（21）特定事業施工計画書

　　①特定事業の現場責任者及び緊急時の連絡体制、対応を明確にした現場組織表。

　　②使用する機械及び資材を記載した書類。

　　③搬入路、地盤改良、排水施設、埋立て等の方法、災害の発生防止のための措置等工事種別ごとに施工方法を記載した書類。必要に応じ図面等を添付して下さい。

　　④各工事の種別、段階ごとにバーチャートで記載した工程表。

（22）特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

　　　　搬入する土砂等の量を積算した予定計算書（土量変化率を考慮したもの。）を添付して下さい。

（23）安定計算書

　　　　規則第１０条第１項（別表第３）の構造上の基準に基づいて必要に応じて添付して下さい。なお、計算の根拠となるボーリングデータ及び土質試験結果等も添付して下さい。

（24）コンクリート擁壁の構造計算書

　　　　鉄（無）筋コンクリート擁壁を用いる場合は、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定等を明示した構造計算書を添付して下さい。（参考条文「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令」）

（25）特定事業区域（場）に隣接する土地所有者の全ての承諾書（第１２号様式）

　　　　事業主等は、特定事業区域（場）に隣接する全ての土地所有者に隣接土地所有者承諾書に基づく特定事業についての説明等を行い、当該土地所有者にその内容を確認し承諾された後、当該承諾書に住所及び氏名等を記載してもらい添付して下さい。ただし、当該土地所有者が事業主等である場合は除きます。

　　　　残土を用いる特定事業の場合、市から承諾者に対し、承諾を確認した旨の通知を行います。

（26）世帯数調査書（第１０号様式）

　　　　特定事業区域（場）から３００ｍ以内に居住する世帯主の世帯数、住所及び氏名等を、世帯数調査書に記載するとともに、世帯の位置を記した地図を添付して下さい。

（27）特定事業区域（場）から３００ｍ以内に居住する世帯主の８／１０以上の承諾書（第１３号様式）

　　　　事業主等は、特定事業区域（場）から３００ｍ以内に居住する世帯主に周辺住民承諾書に基づく特定事業についての説明等を行い、当該世帯主にその内容を確認し承諾された後、当該承諾書に住所及び氏名等を記載してもらい世帯主の総数の８／１０以上を添付して下さい。なお、世帯主の総数等については、世帯数調査書を添付して下さい。

　　　市から承諾者に対し、承諾を確認した旨の通知を行います。
（28）住民説明会の報告書（第１１号様式）

　　　　特定事業計画書に添付した住民説明会の計画書に基づいて開催された住民説明会の日時、場所等を住民説明会等報告書に記載するともに出席者名簿、議事録、説明資料等を添付して下さい。また、協定等がある場合は、その写しを添付して下さい。

（29）農地転用許可申請書等の写し

　　　　特定事業区域（場）内において、農地転用が必要な場合は、受理済みの農地転用許可申請書の写し又は受理証明書の写しを添付して下さい。

（30）埋蔵文化財所在の有無に関する書類

　　　　特定事業区域（場）内においての、埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いに関する書類を添付して下さい。

（31）公用地の占用許可書等の写し

　　　　特定事業区域（場）内において、道路、河川、水路その他の公共施設がある場合は、占用許可書等の写しを添付して下さい。

（32）公共用地との境界を確定したことを証する書面

　　　　特定事業区域（場）が、道路、河川、水路その他の公共施設と接する場合は、当該公共施設との境界を確定したことを証する書面を添付して下さい。

（33）特定事業許可申請手数料

　　　　許可申請書受領時に納入通知書を交付します。東金市指定金融機関等で納入してください。

　　

特定事業許可申請書の必要書類チェック表

	番号
	有無
	提　　出　　書　　類
	備　　考

	１
	
	特定事業許可申請書
	９号様式　目次を添付

	２
	
	誓約書
	９号様式の２

	３
	
	特定事業事前協議済書の写し
	


	４
	
	住民票の写し又は法人の登記事項証明書
	発行後３ヶ月以内

	
	
	印鑑登録証明書
	発行後３ヶ月以内

	５
	
	法定代理人の住民票の写し及び印鑑登録証明書
	発行後３ヶ月以内

	６
	
	現場責任者であることを証する書面
	

	７
	
	特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書
	発行後３ヶ月以内

	８
	
	特定事業区域（場）の公図の写し
	作成後３ヶ月以内

	９
	
	特定事業区域の位置図
	地番一覧表を添付

	10
	
	特定事業区域付近の見取図
	

	11
	
	土砂等の搬入計画に関する事項
	９号様式別紙

	12
	
	土砂等の搬入経路図
	

	13
	
	特定事業区域の平面図
	特定事業の施行前後の構造が確認できるもの

	
	
	特定事業区域の断面図
	

	14
	
	特定事業区域の実測求積図
	

	15
	
	完了した場合の完成平面図
	

	
	
	完了した場合の完成断面図
	

	16
	
	現場事務所及びその他の施設の設置計画等
	

	17
	
	擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図
	

	
	
	擁壁又は崖面崩壊防止施設の背面図
	

	 18
	
	災害の発生を防止するための措置
	

	19
	
	特定事業区域（場）の排水計画図
	

	20
	
	水質検査を行うために必要な措置及び構造
	残土のみ

	21
	
	特定事業施工計画書
	

	22
	
	土砂等の予定量の計算書
	

	23
	
	安定計算書
	

	24
	
	コンクリート擁壁の構造計算書
	

	25
	
	隣接土地所有者全ての承諾書
	１２号様式

	26
	
	世帯数調査書
	１０号様式（残土のみ）

	27
	
	３００ｍ以内の世帯主の８／１０の承諾書
	１３号様式（残土のみ）

	28
	
	住民説明会の報告書
	１１号様式（残土のみ）

	29
	
	農地転用許可申請書等の写し
	

	30
	
	埋蔵文化財所在の有無に関する書類
	

	31
	
	公共用地の占用許可書等の写し
	

	32
	
	公共用地との境界を確定したことを証する書面
	

	33
	
	特定事業許可申請手数料
	１ページ参照


２．安定計算について

　特定事業の構造について、規則別表第３に基づいて安定計算を行う場合は、ボーリング調査を実施し、採取した試料により土質試験を行って算定した数値を基に土質定数を決定して下さい。

　また、円弧すべりの安定計算を行う場合は、最低１断面につき２ヶ所のボーリング調査を行うこととして下さい。ただし、地層の状況が明らかな場合は、１ヶ所のボーリングでも可能です。なお、サウンディング等の調査は必ず実施すること。

　ボーリング調査により軟弱層（圧密層）が確認された場合は、圧密試験を行いその結果を基に圧密計算を実施し、側方流動に対し安全か確認を行って下さい。

３．施工計画書について

（１）施工計画書の記載方法

　　①現場組織表

　　　　現場責任者及び現場の施工体制及び災害等の緊急時の連絡体制を記載して下さい。

　　②特定事業に使用する機械及び資材

　　　　特定事業に使用する機械（重機等）及び資材について、現場に搬入する時期、種類及び数量を記載して下さい。

　　③施工方法

　　　　規則別表第３に基づいた施工方法をとることとし、個別の工事ごとの施工方法やその工程等を詳細に記載した書類とします。具体的には、搬入路、地盤改良、排水施設、堰堤、法面整形、埋立て等の方法など個別の工事工程ごとにその施設等の設置方法及び施工等を盛り込んだ施工図面及びそれを補足する文言等を記載した書類とします。

　　　　土砂等の埋立て等の方法は、原則として高さ５ｍごとに幅１．５ｍ以上の小段を設置して下さい。１段ごとに施工するか、層状に埋立て等を行いその都度の法面の整形を行う方法とします。

　　④工程表

　　　　特定事業に係る工事の種別、段階ごとに、災害の発生防止の目的に合致した施工工程としたバーチャートで記載した工程表とします。

（２）施工段階ごとの確認

　　　　土砂等の崩落、飛散又は流出等による災害の発生を防止する観点から、必要な施工段階において、市職員が立会い確認をするので施工方法、工程表にその旨記載して下さい。

特定事業の届出について
　特定事業が採取土砂のみを用いて特定行為（規則別表第２）に伴う特定事業を施行する場合は、事前協議済後に特定事業の届出書を提出して下さい。

１．特定事業の届出書　作成・記載要領等

　・特定事業の届出書及び添付書類等については、フラットファイル等で製本し提出して下さい。

　・特定事業の届出書に添付される書類等についての目次を作成して下さい。

　　　原則として特定事業の届出書の必要書類チェック表の順で作成して下さい。

　・提出部数は、正本（原本）１部、副本１部です。

　　（副本は、後日事業主等に控え用として返却します。）

（１）特定事業の届出書（第１６号様式）

　　①事業者

　　　　特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　②施行者

　　　　事業者と請負契約により特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　③土地所有者

　　　　特定事業区域（場）内の土地所有者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　④特定事業の目的

　　　　特定事業完了後の跡地利用について記載して下さい。

　　⑤特定事業区域の位置

　　　　特定事業区域の代表地番及びほか○○筆と記載するとともに地番一覧表を添付して下さい。なお、一覧表には、地目、地積、所有者等の住所及び氏名を記載して下さい。

　　⑥特定事業区域の面積

　　　　実測により測量した面積を記載して下さい。

　　⑦特定事業の実施期間

　　　　特定事業を行う期間を記載して下さい。

　　⑧事業主等が未成年者の場合、法定代理人、役員及び使用人の氏名及び住所を第２面に記載し添付してください。

　　⑨事業主等が個人の場合、使用人の氏名及び住所を第３面に記載し添付してください。

　　⑩事業主等が法人の場合、役員、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者、及び使用人の氏名及び住所を第４面に記載し添付してください。

（２）事業主等が条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（第９号様式の２）

（３）特定事業事前協議済書（第８号様式）の写し
　　　　本特定事業に係る、特定事業事前協議済書の写しを添付して下さい。

（４）住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　事業主等の全ての住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（５）法定代理人の住民票の写し又は登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　事業主等が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人の場合は登記事項証明書）及び印鑑登録証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（６）特定事業区域の位置図

　　　　１／２５，０００程度で、道路及び地域等周辺の状況が判別できるものを添付して下さい。

（７）特定事業区域付近の見取図

　　　　１／２，５００程度で特定事業区域の周辺の状況（住居や公共施設等）が判明できるものを添付して下さい。

（８）別表第２に掲げる行為に該当することを証する書類

　　　　特定事業が別表第２に掲げる行為（特定行為）に該当する場合は、許認可等の許可書等又は申請書等の写し（受付印のあるもの。）を添付して下さい。

（９）土砂等売渡・譲渡証明書（第１７号様式）

　　　　特定事業に使用される土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他法令等に基づき採取された採取土砂であることを証する書面で、売渡・譲渡元事業者が必要事項を記載するとともに、次の書類等を添付して下さい。

　　①発生場所の位置図

　　②発生場所の許認可書等の写し

（10）土砂等発生元証明書（第１８号様式）

　　　　特定事業に使用される土砂等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物ではないことを証する書面で、発生元事業者が記載して下さい。

特定事業の届出書の必要書類チェック表

	番号
	有無
	提　　出　　書　　類
	備　　考

	１
	
	特定事業の届出書
	１６号様式　

目次を添付

	２
	
	誓約書
	９号様式の２

	３
	
	特定事業事前協議済書の写し
	

	４
	
	住民票の写し又は法人の登記事項証明書
	発行後３ヶ月以内

	
	
	印鑑登録証明書
	発行後３ヵ月以内

	５
	
	法定代理人の住民票の写し及び印鑑登録証明書
	発行後３ヵ月以内

	６
	
	特定事業区域の位置図
	


	７
	
	特定事業区域付近の見取図
	

	８
	
	別表第２に掲げる行為に該当することを証する書類
	

	９
	
	土砂等売渡・譲渡証明書
	１７号様式

	
	
	①
	発生場所の位置図
	

	
	
	②
	発生場所の許認可書等の写し
	

	10
	
	土砂等発生元証明書
	１８号様式


特定事業変更許可申請について
１．特定事業変更許可申請書　作成・記載要領等

　・特定事業許可申請書に添付した書類及び図面のうち変更に係るもの（規則で定める軽微変更を除く。）を作成して下さい。

　・提出部数は、正本（原本）１部、副本１部です。

　　（副本は、後日事業主等に控え用として返却します。）

　・特定事業変更許可申請書及び添付書類等については、フラットファイル等で製本し申請して下さい。

　・特定事業変更許可申請書に添付される書類等についての目次を作成して下さい。

　　　原則として変更に係る特定事業変更許可申請書の必要書類チェック表の順で作成して下さい。

　・許可期間が切れてからの変更は認められないので、変更許可が必要な場合には、許可期間が満了する３～６ヶ月程度前から余裕を持って手続きしてください。

（１）特定事業変更許可申請書（第２０号様式）

　　①事業者

　　　　特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　②施行者

　　　　事業者と請負契約により特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　③土地所有者

　　　　特定事業区域（場）内の土地所有者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　④変更する事項の内容及び変更の理由

　　　　条例第９条第１項各号（第１１号から第１３号までを除く。）又は第２項各号に掲げる事項（規則で定める軽微な変更を除く。）において変更をしようとする事項について、変更前と変更後の内容及び理由を記載して下さい。

        搬入する土砂等について変更がある場合、変更後の土砂等について次の添付書類を提出してください。書類は土砂等の発生場所ごとに提出して下さい。

　　　【１】土砂等発生元証明書（第１８号様式）の写し

　　　　　　特定事業に使用される土砂等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定　

　　　　　　する廃棄物ではないことを証する書面で、発生元事業者が記載して下さい。

　　　　　　　発生土砂等の運搬契約者名には、土砂等の発生場所から特定事業区域まで　　

　　　　　　の運搬に係る全ての運搬事業者名を記載して下さい。

　　　【２】検査試料採取調書（第６号様式）の写し

　　　　　　採取者が記載し、各分析証明書ごとに添付して下さい。

　　　【３】地質分析（濃度）結果証明書（第７号様式）の写し

　　  【４】土砂等発生場所の位置図

　　土砂等の発生場所が特定出来る位置図及び検体採取地点の位置図
　  　【５】検体発生場所の現場写真

　　採取地点と採取状況が分かるものを添付して下さい。

　　　搬入される土砂等が次の場合は、それを証する書面で、地質分析（濃度）結果証　

　　明書の写し等の書類に代えることができます。

　 <１> 採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他法令等に基づき採取された土　

　砂等であることを証する書面で、土砂等売渡・譲渡証明書（第１７号様式）の写し

　及びその許認可書の写し

　 <２> 公共事業により発生し、又は採取された土砂等で建設発生土管理基準に適合

　する土砂等であることを証する書面で、公共事業土砂等発生元証明書（第２７号様

　式）の写し及び汚染要因に関する調査票の写し

　　⑤事業主等が未成年者の場合、法定代理人、役員及び使用人の氏名及び住所を第２面に記載し添付してください。

　　⑥事業主等が個人の場合、使用人の氏名及び住所を第３面に記載し添付してください。

　　⑦事業主等が法人の場合、役員、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者、及び使用人の氏名及び住所を第４面に記載し添付してください。

（２）事業主等が条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（第９号様式の２）

（３）特定事業許可決定通知書等の写し

　　　　現特定事業に係る、特定事業許可決定通知書、特定事業変更許可決定通知書、特定事業譲受け許可決定通知書の写しを変更する事項に関わらず添付して下さい。
（４）特定事業事前協議済書（第８号様式）の写し

　　　　本特定事業に係る、特定事業事前協議済書の写しを添付して下さい。

（５）住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（６）法定代理人の住民票の写し又は登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（７）現場責任者であることを証する書面

　　　　事業主等が定めた特定事業の現場責任者であることが確認できる書面を添付して下さい。

（８）特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書

　　　　提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（９）特定事業区域（場）の公図の写し

　　　　変更により特定事業区域（場）が拡張する場合は、現特定事業区域についても明示し、提出する日前３ヶ月以内に作成されたものに限ります。

（10）特定事業区域の位置図及び付近の見取図

　　　　変更する事項に関わらず添付して下さい。

（11）土砂等の搬入計画に関する事項

（12）土砂等の搬入経路図

（13）特定事業区域の平面図及び断面図

（14）特定事業区域の実測求積図

（15）特定事業が完了した場合の平面図及び断面図　

（16）擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図

（17）特定事業区域（場）の排水計画図　

（18）特定事業施工計画書

（19）特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

土量変更の理由、土量計算書（土量変化率を考慮したもの。）及び別紙特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項（変更前、変更後を記載）を添付して下さい。ただし、土砂等の量を減少させる場合は、軽微な変更となります。

（20）安定計算書

（21）コンクリート擁壁の構造計算書

（22）特定事業区域（場）に隣接する土地所有者の全ての承諾書（第１２号様式）

　　　　変更により特定事業区域（場）が拡張する場合は、当該変更により新たに特定事業区域（場）となる区域に隣接する土地所有者の全ての承諾書を添付して下さい。ただし、当該土地所有者が事業主等又は既に許可申請の際に承諾書の提出のあった所有者である場合は除きます。

（23）世帯数調査書

（24）特定事業区域（場）から３００ｍ以内に居住する世帯主の８／１０以上の承諾書（第１３号様式）

　　　　変更により特定事業区域（場）が拡張する場合は、当該変更により新たに特定事

　業区域（場）となる区域から３００ｍ以内に居住する世帯主の総数の８／１０以上

の承諾書を添付して下さい。ただし、当該世帯主が既に許可申請の際に承諾書の提

出のあった者である場合は除きます。

（25）農地転用許可申請書等の写し

　　　　
（26）埋蔵文化財所在の有無に関する書類

（27）公共用地の占用許可書等の写し

（28）公共用地との境界を確定したことを証する書面

（29）特定事業変更許可申請手数料

　　　　許可申請書受領時に納入通知書を交付します。東金市指定金融機関等で納入してください。

２．期間延長及び区域の拡張について

（１）特定事業の実施期間の延長を変更する場合は、期間が満了する日から起算して１年を超えることはできません。

（２）特定事業区域の面積を変更する場合は、現特定事業区域の面積の２／１０を超えることはできません。

特定事業変更許可申請書の必要書類チェック表
	番号
	有無
	提　　出　　書　　類
	備　　考

	１
	
	特定事業変更許可申請書
	20号様式 目次を添付

	２
	
	誓約書
	９号様式の２

	３
	
	特定事業許可決定通知書等の写し
	必須

	４
	
	特定事業事前協議済書の写し（変更分）
	必須

	５
	
	住民票の写し又は法人の登記事項証明書
	発行後３ヶ月以内

	
	
	印鑑登録証明書
	発行後３ヶ月以内

	６
	
	法定代理人の住民票の写し及び印鑑登録証明書
	発行後３ヶ月以内

	７
	
	現場責任者であることを証する書面
	

	８
	
	特定事業区域（場）の土地の登記事項証明書
	発行後３ヶ月以内

	９
	
	特定事業区域（場）の公図の写し
	作成後３ヶ月以内

	10
	
	特定事業区域の位置図
	必須

	
	
	特定事業区域付近の見取図
	必須

	11
	
	土砂等の搬入計画に関する事項
	別紙様式

	12
	
	土砂等の搬入経路図
	

	13
	
	特定事業区域の平面図
	特定事業の施行前後の構造が確認できるもの

	
	
	特定事業区域の断面図
	

	14
	
	特定事業区域の実測求積図
	

	15
	
	完了した場合の完成平面図
	

	
	
	完了した場合の完成断面図
	

	16
	
	擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図
	

	
	
	擁壁又は崖面崩壊防止施設の背面図
	


	17
	
	特定事業区域（場）の排水計画図
	

	18
	
	特定事業施工計画書
	

	19
	
	土砂等の予定量の計算書
	

	20
	
	安定計算書
	

	21
	
	コンクリート擁壁の構造計算書
	

	22
	
	隣接土地所有者全ての承諾書
	１２号様式

	23
	
	世帯数調査書
	１０号様式（残土のみ）

	
	
	①
	世帯の位置を記した地図
	

	24
	
	３００ｍ以内に居住する世帯主の８／１０の

承諾書
	１３号様式（残土のみ）

	25
	
	農地転用許可申請書等の写し
	

	26
	
	埋蔵文化財所在の有無に関する書類
	

	27
	
	公共用地の占用許可書等の写し
	

	28
	
	公共用地との境界を確定したことを証する書面
	

	29
	
	特定事業変更許可申請手数料
	１ページ参照


特定事業の軽微な変更について
特定事業について規則第１１条第１項の規定による軽微な変更をする場合は、特定事業軽微変更届により関係書類を添付し遅滞なく提出して下さい。

１．特定事業軽微変更届　作成・記載要領等

　・特定事業軽微変更届、軽微な変更に係る添付書類及び図面を作成して下さい。

　・提出部数は、正本（原本）１部、副本１部です。

　　（副本は、後日事業主等に控え用として返却します。）

（１）特定事業軽微変更届（第２１号様式）

　　①事業者

　　　　特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　②施行者

　　　　事業者と請負契約により特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　③土地所有者

　　　　特定事業区域（場）内の土地所有者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　④変更する事項の内容及び変更の理由

　　　　規則第１１条第１項に掲げる事項において軽微な変更をしようとする事項について、変更前と変更後の内容を記載して下さい。　
　　⑤役員、株主等又は使用人の変更の場合、別紙１新旧対照表を記載し添付してください。

　　⑥事業主等が未成年者の場合、法定代理人、役員及び使用人の氏名及び住所を別紙２に記載し添付してください。

　　⑦事業主等が個人の場合、使用人の氏名及び住所を別紙３に記載し添付してください。

　　⑧事業主等が法人の場合、役員、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者、及び使用人の氏名及び住所を別紙４に記載し添付してください。

（２）氏名若しくは名称、住所又は法人代表者の氏名の変更

　　　　住民票の写し、法人の登記事項証明書、会社の定款など変更内容が明らかな書類等を添付して下さい。また、申請等に使用される印鑑が変更となる場合は、印鑑登録証明書の添付も必要となります。なお、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（３）法定代理人の氏名・名称又は住所の変更

　　　　住民票の写しなど変更内容が明らかな書類等を添付して下さい。また、申請等に使用される印鑑が変更となる場合は、印鑑登録証明書の添付も必要となります。なお、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（４）特定事業に使用される土砂等の量の変更

土量変更の理由、土量計算書及び別紙　特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項（変更前、変更後を記載）を添付して下さい。ただし、使用される土砂等の量が減少する場合に限ります。

（５）特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更

　　　　特定事業に使用される土砂等の発生場所及び期間等の搬入計画を変更する場合には、別紙　特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項（変更前、変更後を記載）を添付して下さい。ただし、搬入計画の変更後において使用される土砂等が採取土砂の場合に限ります。

（６）現場事務所の位置の変更

　　　　変更前と変更後が判別できる図面及び写真等を添付して下さい。

（７）現場責任者の氏名又は職名の変更

　　　　住民票の写しなど変更内容が明らかな書類等を添付して下さい。なお、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（８）特定事業区域（場）外の区域への排水を測定する施設の位置の変更

　　　　変更前と変更後が判別できる図面及び写真等を添付して下さい。

特定事業の変更届出について
１．特定事業の変更届出書（第２２号様式）作成・記載要領等

　・特定事業の変更届出書、変更に係る添付書類及び図面を作成して下さい。
　・提出部数は、正本（原本）１部、副本１部です。

　　（副本は、後日事業主等に控え用として返却します。）

（１）特定事業の変更届出書（第２２号様式）

　　①事業者

　　　　特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　②施行者

　　　　事業者と請負契約により特定事業を行う者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　③土地所有者

　　　　特定事業区域（場）内の土地所有者の住所、氏名及び電話番号を記載して下さい。

　　④事業主等の氏名若しくは名称、住所又は法人代表者の氏名の変更

　　⑤特定事業区域（場）の位置の変更

　　⑥特定事業区域（場）の面積の変更

　　⑦特定事業の実施期間

　　⑧採取土砂の搬入計画の変更

　　⑨事業主等が未成年者の場合、法定代理人、役員及び使用人の氏名及び住所を第２面に記載し添付してください。

　　⑩事業主等が個人の場合、使用人の氏名及び住所を第３面に記載し添付してください。

　　⑪事業主等が法人の場合、役員、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者、及び使用人の氏名及び住所を第４面に記載し添付してください。

（２）事業主等が条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（第９号様式の２）

（３）住民票の写し又は法人の登記事項証明書

　　　　変更した事業主等の住民票の写し又は法人の登記事項証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。
（４）特定事業区域の位置図

（５）別表第２に掲げる行為に該当することを証する書類

　　　　特定事業が別表第２に掲げる行為（特定行為）に変更が生じた場合には、許認可等の変更許可書等又は変更申請書等の写し（受付印のあるもの。）を添付して下さい。

（６）土砂等売渡・譲渡証明書（第１７号様式）

　　　　特定事業に使用される土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他法令等に基づき採取された採取土砂であることを証する書面で、売渡・譲渡元事業者が必要事項を記載するとともに、次の書類等を添付して下さい。

　　①発生場所の位置図

　　②発生場所の許認可書等の写し

（７）土砂等発生元証明書（第１８号様式）

　　　　特定事業に使用される土砂等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物ではないことを証する書面で、発生元事業者が記載して下さい。

特定事業譲受け許可申請等について
１．特定事業譲受け許可申請書作成・記載要領等

　・特定事業譲受け許可申請書及び添付書類等については、フラットファイル等で製本し申請して下さい。

　・特定事業譲受け許可申請書に添付される書類等についての目次を作成して下さい。

　　　原則として特定事業譲受け許可申請書の必要書類チェック表の順で作成して下さい。

　・提出部数は、正本（原本）１部、副本１部です。

　　（副本は、後日事業主等に控え用として返却します。）

（１）特定事業譲受け許可申請書（第４１号様式）

　　①申請者

　　　　特定事業を譲り受けようとする者の住所、氏名及び電話番号を記載し、登録した印鑑を押印して下さい。

　　②譲り受けようとする特定事業の許可年月日及び許可番号

　　　　譲受けの相手方（現事業主等）が取得している特定事業許可年月日及び許可番号を記載して下さい。

　　③特定事業区域（場）の位置

　　　　譲受けようとする特定事業区域の代表地番及びほか○○筆と記載して下さい。

　　④譲り受けようとする特定事業の許可の期間

　　　　譲受けようとする特定事業の許可の期間を記載して下さい。

　　⑤譲受けの相手方の氏名及び住所

　　　　譲受けの相手方（現事業主等）の氏名及び住所を記載して下さい。

　　⑥現場責任者の氏名及び職名

　　　　現場責任者の氏名及び所属会社等における職名を記載して下さい。ただし、他の特定事業と兼務することはできません。

⑦法定代理人の氏名又は名称及び住所

　　　　譲り受けようとする者が未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人の場合は、その名称、住所及び代表者の氏名）を記載し、住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書を添付して下さい。

　　⑧譲受けをする理由

　　　　譲受けの理由を記載して下さい。

　　⑨譲り受けようとする者が未成年者の場合、法定代理人、役員及び使用人の氏名及び住所を第２面に記載し添付してください。

　　⑩譲り受けようとする者が個人の場合、使用人の氏名及び住所を第３面に記載し添付してください。

　　⑪譲り受けようとする者が法人の場合、役員、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者、及び使用人の氏名及び住所を第４面に記載し添付してください。

（２）譲り受けようとする者が条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（第９号様式の２）

（３）住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　譲り受けようとする者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書及び印鑑登録証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（４）法定代理人の住民票の写し又は登記事項証明書及び印鑑登録証明書

　　　　譲り受けようとする者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人の場合は登記事項証明書）及び印鑑登録証明書で、提出する日前３ヶ月以内に発行されたものに限ります。

（５）特定事業区域（場）の位置図及び付近の見取図

（６）現場責任者であることを証する書面

　　　　譲り受けようとする者が定めた特定事業の現場責任者であることが確認できる書面を添付して下さい。

（７）譲り受けることを証する書面

　　　　譲受けの相手方（現事業主等）が発行する譲り受けることが確認できる書面を添付して下さい。

（８）他の事業主等の承諾を得たことを証する書面

　　　　譲受けの相手方（現事業主等）以外の事業主等から承諾を得たことが確認できる書面を添付して下さい。

２．特定事業承継届について

　特定事業の届出を行った特定事業の全部を譲り受けた者は、遅滞なく特定事業承継届（第４２号様式）に必要事項を記載するとともに、譲受けの相手方（現事業主等）が発行する譲り受けることが確認できる書面を添付して提出して下さい。

３．特定事業相続等届について

　特定事業の許可又は届出を受けた事業主等の地位を承継する相続、合併又は分割があった場合は、遅滞なく特定事業相続等届（第４５号様式）に必要事項を記載するとともに、相続、合併又は分割したことが確認できる書面を添付して提出して下さい。

特定事業譲受け許可申請書の必要書類チェック表
	番号
	有　無
	提　　出　　書　　類
	備　　考

	１
	
	特定事業譲受け許可申請書
	４１号様式　

目次を添付

	２
	
	誓約書
	９号様式の２

	３
	
	住民票の写し又は法人の登記事項証明書
	発行後３ヶ月以内

	
	
	印鑑登録証明書
	発行後３ヶ月以内

	４
	
	法定代理人の住民票の写し及び印鑑登録証明書
	発行後３ヶ月以内

	５
	
	特定事業区域（場）の位置図
	

	
	
	特定事業区域（場）付近の見取図
	

	６
	
	現場責任者であることを証する書面
	

	７
	
	譲り受けることを証する書面
	

	８
	
	他の事業主等の承諾を得たことを証する書面
	

	９
	
	特定事業譲受け許可申請手数料
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特定事業の実施（許可後の手続き等）について
１．特定事業開始届（第２５号様式）

　特定事業許可決定通知書の交付を受けた事業主等は、特定事業を開始する７日前までに特定事業開始届に必要事項を記載するとともに、添付書類を提出して下さい。

（１）添付書類

　　①特定事業を開始する前の特定事業区域（場）の現況写真

　　②特定事業に関する標識（第２８号様式）を設置した地点の位置図及び写真

　　　　標識は公衆の見やすい場所に設置して下さい。原則として耐水性合板と同等以上の材質を使用し、容易に消えないこととして下さい。

（２）特定事業開始届を提出した後、次の施設等の設置を行って下さい。

　　①現場事務所の設置（特定事業区域が３，０００㎡以上の場合）

　　　　現場事務所では、施工中、常に各申請書及び各種提出書類等の控えを住民等が縦覧できるように設置して下さい。

　　②土砂等の搬入路（進入路）の設置

　　③排水の水質検査を行う施設の設置（残土を用いて特定事業を行う場合のみ）

　　④特定事業区域（場）の境界を明らかにする表示

２．土砂等搬入届（第２６号様式）

　土砂等の搬入を行う前には必ず、土砂等搬入届に必要事項を記載するとともに、添付書類を提出し、市の確認を受けて下さい。なお、搬入届は土砂等の発生場所ごとに、また、同一の発生場所の場合においても５，０００㎥ごとに提出して下さい。

（１）添付書類

　　①土砂等発生元証明書（第１８号様式）

　　　　特定事業に使用される土砂等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物ではないことを証する書面で、発生元事業者が記載して下さい。

　　　　発生土砂等の運搬契約者名には、土砂等の発生場所から特定事業区域までの運搬に係る全ての運搬事業者名を記載して下さい。

　　②検査試料採取調書（第６号様式）

　　　　採取者が記載し、各分析証明書ごとに添付して下さい。

　　③地質分析（濃度）結果証明書（第７号様式）

写しは不可とします。

　　④土砂等発生場所の位置図

土砂等の発生場所が特定出来る位置図及び検体採取地点の位置図

　　⑤検体発生場所の現場写真

採取地点と採取状況が分かるものを添付して下さい。

（２）留意事項

　・特定事業に使用される土砂等の量（減少の場合は除く。）に変更が生じた場合は、変更許可が必要となります。

　・特定事業に使用される採取土砂の発生場所及び期間等に変更が生じた場合は、事前に軽微変更届を提出し市の確認を受けた後、土砂等の搬入を行って下さい。
・搬入される土砂等が次の場合は、それを証する書面で、地質分析（濃度）結果証明書等の書類に代えることができます。

①採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他法令等に基づき採取された土砂等であることを証する書面で、土砂等売渡・譲渡証明書（第１７号様式）及びその許認可書の写し

②公共事業により発生し、又は採取された土砂等で建設発生土管理基準に適合する土砂等であることを証する書面で、公共事業土砂等発生元証明書（第２７号様式）及び汚染要因に関する調査票
３．特定事業状況報告書（第３０号様式）（一時堆積特定事業は第３１号様式）

　残土を用いる特定事業を開始した日（着手日）から１ヵ月ごとに、搬入（又は搬出）した土砂等の量を報告して下さい。また、併せて発生場所ごとの土砂等管理台帳（第２９号様式）の写し及び現場写真を添付して下さい。

４．特定事業地質等検査結果報告書（第３２号様式）

　残土を用いる特定事業を開始した日（着手日）から２ヵ月ごとに、地質検査の結果を報告して下さい。また、併せて特定事業区域を３，０００㎡以内の区域に等分し、当該区分ごとに土砂等の試料を１検体（５点混合）採取し、分析を実施した書類等を添付して下さい。

水質検査については、許可申請時に定めた排水測定地点より１検体採取して下さい。なお、試料のサンプリングについては市職員立会いの上実施することとし、採取時には市職員と日時等調整を行って下さい。

（１）添付書類

　　①検査試料採取調書（第６号様式）

　　②地質分析（濃度）結果証明書（第７号様式）

　　③排水汚染状況測定（濃度）結果証明書（第３３号様式）

　　④検体採取場所の位置図

　　⑤検体採取場所の現場写真

（２）試料採取の区分

	特定事業区域
	検体数

	５００㎡～３，０００㎡未満
	１

	３，０００㎡～６，０００㎡未満
	２

	以降、３，０００㎡ごとに、１検体増やす。


５．土砂等管理台帳（第２９号様式）

　各項目ごとに記載するとともに、発生場所ごとに作成し、土砂等の搬入（又は搬出）過程を１日ごとに記載して下さい。当該台帳は毎年３月末をもって閉鎖し、閉鎖後５年間保存して下さい。

特定事業の廃止等について
１．特定事業廃止・休止事前届（第３４号様式）

　特定事業を廃止又は休止（２ヵ月以上１年未満）しようとする場合は、あらかじめ土壌の汚染及び災害の発生を防止するための必要な措置を講じるとともに工程表及び平面図、断面図等を添付し、特定事業廃止・休止事前届を提出して下さい。

２．特定事業廃止届（第３５号様式）

　特定事業を廃止する場合は、土壌の汚染及び災害の発生を防止するための必要な措置を講じた上で平面図、断面図、土量計算書等を添付し、特定事業廃止届を提出して下さい。特定事業廃止届の提出後は、市職員による現場確認を受けるとともに、特定事業に残土を使用した場合は、市職員立会いの下土壌の地質分析及び水質検査を実施して下さい。

特定事業の完了について

１．特定事業完了事前届（第３６号様式）

　特定事業が完了する２ヵ月までに、当該特定事業が完了するまでの工程表及び平面図、断面図等を添付し、特定事業完了事前届を提出して下さい。

２．特定事業完了届（第３７号様式）

　特定事業を完了した場合は、遅滞なく完了した形態の平面図、断面図、土量計算書等を添付し、特定事業完了届を提出して下さい。特定事業完了届の提出後は、市職員による現場確認を受けるとともに、特定事業に残土を使用した場合は、市職員立会いの下土壌の地質分析及び水質検査を実施して下さい。

特定事業の終了について
１．特定事業終了事前届（第３８号様式）

　特定事業の期間が満了する日までに完了する見込みがない場合は、終了する２ヶ月前までに土壌の汚染及び災害の発生を防止するための必要な措置を講じるとともに工程表及び平面図、断面図等を添付し、特定事業終了事前届を提出して下さい。

２．特定事業終了届（第３９号様式）

特定事業が終了した場合は、土壌の汚染及び災害の発生を防止するための必要な措置を講じた上で平面図、断面図、土量計算書等を添付し、特定事業終了届を提出して下さい。特定事業終了届の提出後は、市職員による現場確認を受けるとともに、特定事業に残土を使用した場合は、市職員立会いの下土壌の地質分析及び水質検査を実施して下さい。

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例、同条例施行規則

	条　　　　　例
	規　　　　　則

	東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例

目次

　　第１章　総則（第１条－第５条）

第２章　特定事業の規制（第６条－第３０条）

第３章　雑則（第３１条－第３４条）

第４章　罰則（第３５条－第３８条）

附則

第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は、土砂等の搬入による土地の埋立て、盛土及びたい積行為並びに土砂等の土質について、必要な規制を行うことにより、自然環境及び生活環境を保全するとともに災害の発生を未然に防止し、もって住民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

　（用語の定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴　土砂等　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物（以下この号において「廃棄物」という。）以外の物であって、土砂及びこれに混入し、又は吸着したもの並びに廃棄物又は土砂を人為的に加工し、又は添加して、その形状を改良したもの（以下「再生土等」という。）のうち、土地の埋立て、盛土及び堆積行為の用に供するものをいう。
⑵　採取土砂　採石法（昭和２５年法律第２９１号）、砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）、千葉県土採取条例（昭和４９年千葉県条例第１号）その他の法令及び条例に基づき許可又は認可がなされた採取場から採取された土砂をいう。

⑶　残土　土砂等のうち、採取土砂又は再生土等以外のものをいう。

⑷　土砂等の埋立て等　土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積を行う行為（規則で定める行為を除く。）をいう。

　⑸　特定事業　土砂等の埋立て等に供する区域（宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域）以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業（第２９条において「許可等対象事業」という。）であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が５００平方メートル以上であるもの（土砂等の埋立て等に供する区域の面積が５００平方メートル未満であっても、その土砂等の埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前２年以内に土砂等の埋立て等を行う事業が施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の土砂等の埋立て等に供する区域と既に施行され、又は施行中の土砂等の埋立て等を行う事業の土砂等の埋立て等に供する区域の面積とが合算して５００平方メートル以上となるものを含む。ただし、事業主等のいずれもが異なる場合はこの限りでない。）をいう。
⑹　特定事業区域　特定事業を行う土地の区域をいう。

⑺　一時堆積特定事業　特定事業のうち、他の場所への搬出を目的として行うものをいう。

⑻　特定事業場　一時堆積特定事業に供する施設及びその特定事業区域をいう。

⑼　事業主等　特定事業を行う者（請負契約により特定事業を行う者を含む。）及び特定事業区域内の土地の所有者並びに一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場内の土地の所有者をいう。

⑽　安全基準　特定事業区域及びその周辺における環境の汚染の防止に関し、特定事業に用いる土砂等の性状について、規則で定める基準をいう。

（事業主等の責務）

第３条　事業主等は、特定事業による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

２　事業主等は、特定事業区域の周辺の住民及び関係者に対し、当該特定事業の内容について事前に説明し、理解を得なければならない。

３　事業主等は、特定事業の施行に係る苦情又は紛争が生

じたときは、誠意をもって解決にあたらなければならな

い。

（排出事業者等の責務）

第４条　残土が発生する工事を行う者は、特定事業に使用

される土砂等の安全基準に適合しない残土を特定事業

の用に供することのないよう努めなければならない。

２　土砂等を運搬する者は、特定事業に使用される残土を運搬しようとするときは、当該残土の汚染状況を確認し、特定事業による土壌の汚染が発生するおそれのある残土を運搬することのないよう努めなければならない。

（市の責務）

第５条　市は、特定事業による土壌の汚染及び災害の発生

を未然に防止するため、特定事業の状況を把握し、不適

正な特定事業があった場合は、必要な措置を講じなけれ

ばならない。

第２章　特定事業の規制

（特定事業の許可）

第６条　事業主等は、特定事業を施行しようとするとき

は、特定事業区域ごとにあらかじめ市長の許可を受けな

ければならない。ただし、当該特定事業が次の各号に掲

げる事業である場合にあっては、この限りでない。

　⑴　国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業（以下「公共事業」という。）
　⑵　採取土砂の販売を目的とする一時堆積特定事業
　⑶　採取土砂のみを用いた特定行為（法令等に基づく許認可等を要する行為であって規則で定めるものをいう。次条において同じ。）を伴う事業

　⑷　前３号に定めるもののほか、規則で定める事業
２　市長は、前項の許可をするときは、自然環境及び生活

環境の保全並びに災害の防止を図るため、必要な条件を

付することができる。

（特定事業の届出）

第７条　事業主等は、採取土砂のみを用いて特定行為を伴う特定事業を施行しようとするときは、特定事業区域ごとにあらかじめ市長に届け出なければならない。

（事前協議）

第８条　第６条第１項若しくは第１１条第１項の許可を受け、又は前条の規定による届出をしようとする事業主等は、あらかじめ次の各号（特定事業が採取土砂のみを用いて施行されることが計画されている場合は、第１２号及び第１３号を除く。）に掲げる書類及び図面（第１１条第１項の許可を受けようとする場合にあっては、変更に係るものに限る。）により、市長に協議しなければならない。

⑴　特定事業計画書

⑵　特定事業区域（一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場。次号並びに次条第１項第８号、第１２号及び第１３号並びに第１０条第１項第２号及び第１１号から第１４号まで並びに第１５条第１項において同じ。）の土地の登記事項証明書

⑶　特定事業区域及びその周辺の土地に係る公図の写しで、特定事業区域及び特定事業区域に隣接する土地の所有者を記したもの

⑷　特定事業区域の位置図

⑸　土砂等の搬入計画書

⑹　特定事業区域の現況平面図及び断面図

⑺　特定事業区域の計画平面図及び断面図

⑻　土量計算書

⑼　調整池の平面図、断面図及び構造図

⑽　放流先水路の流域図及び断面図

⑾　流量計算書

⑿　特定事業区域の表土の地質の状況（当該表土と特定事業に使用する土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造）

⒀　住民説明会の計画書

⒁　その他市長が必要と認める書類及び図面

２　市長は、前項の規定による協議が整ったときは、その旨を事業主等に通知するものとする。

（許可の申請等）

第９条　事業主等は、第６条第１項の許可を受けようとす

るときは、第１号から第９号まで（許可を必要とする特

定事業が採取土砂のみを用いて施行されることが計画

されている場合は、第８号を除く。）に掲げる事項を記

載した申請書に、第１０号から第１３号まで（許可を必

要とする特定事業が採取土砂のみを用いて施行される

ことが計画されている場合は、第１１号及び第１３号を

除く。）に掲げる書類及び図面、前条第２項の規定によ

る通知並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市

長に提出しなければならない。

⑴　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

⑵　特定事業区域の位置及び面積

⑶　現場事務所（土砂等の搬入（一時堆積特定事業の場合にあっては、搬入及び搬出）を管理するための事務所をいう。以下同じ。）その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名

⑷　特定事業に使用する土砂等の量

⑸　特定事業の期間

⑹　特定事業に使用する土砂等の搬入計画に関する事項

⑺　特定事業を行っている間において、特定事業区域外への当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

⑻　特定事業を行っている間において、特定事業区域外への排水の水質検査を行うために必要な措置

⑼　前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

⑽　特定事業が完了した場合の完成平面図及び断面図

⑾　住民説明会の報告書

⑿　特定事業区域に隣接する土地の所有者（事業主等を除く。次条第１項第１３号において同じ。）全ての承諾書

⒀　特定事業区域から３００メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の１０分の８以上の承諾書

２　事業主等は、一時堆積特定事業に係る第６条第１項の許可を受けようとするときは、前項（第４号を除く。）に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

⑴　一時堆積特定事業に使用する土砂等の搬入及び搬出の年間予定量

⑵　一時堆積特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造

３　事業主等は、第７条の規定により届け出ようとすると

きは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に規則で

定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければ

ならない。

⑴　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

⑵　特定事業の目的

⑶　特定事業区域の位置及び面積

（許可の基準）

第１０条　市長は、第６条第１項の許可の申請が次の各号（許可を必要とする特定事業が採取土砂のみを用いて施行されることが計画されている場合は、第５号、第９号、第１２号及び第１４号を除く。）のいずれにも適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。

⑴　事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

ア　第２５条、第２７条、第２９条第２項又は第３０条第２項の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者

　　イ　第２６条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る東金市行政手続条例（平成１０年東金市条例第１号）第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。）であった者で当該取消しの日から３年を経過しないものを含む。）

　　ウ　千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成９年千葉県条例第１２号）第１２条第１項第１号イ、ロ、ハのいずれかに該当する者

　　エ　特定事業の施行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

　　オ　東金市暴力団排除条例（平成２４年東金市条例第１１号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）

　　カ　営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）がアからオまでのいずれかに該当するもの

　　キ　法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの

　　ク　個人で規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの

　　ケ　暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑵　特定事業により、特定事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管理上支障が生じないこと。

⑶　特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等の堆積の構造が当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

⑷　特定事業に使用される土砂等が安全基準に適合するものであること。
⑸　特定事業が再生土等を使用するものでないこと。

⑹　特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等が発生し、又は採取された場所（以下「発生場所」という。）が特定していること。

⑺　特定事業が３年（一時堆積特定事業の場合にあっては、１年）以内に完了するものであること。

⑻　特定事業区域の面積が、３，０００平方メートル未満の特定事業にあっては現場責任者を、３，０００平方メートル以上の特定事業にあっては現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に現場責任者を置くこと。

⑼　特定事業区域の表土が安全基準に適合していること。ただし、一時堆積特定事業の場合であっては、当該表土と使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められるときは、この限りでない。

⑽　前条第１項第６号の特定事業に使用する土砂等の搬入計画において、第６条第１項の許可を受けた日から６月以内に土砂等の搬入を開始する計画となっていること。

⑾　特定事業を行っている間において、特定事業区域外への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

⑿　特定事業を行っている間において、特定事業区域外への排水の水質検査を行うために必要な措置が図られていること。

⒀　特定事業区域に隣接する土地の所有者全ての承諾を得ていること。

⒁　特定事業区域から３００メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の１０分の８以上の承諾を得ていること。

２　市長は、第６条第１項の許可の申請が一時堆積特定事業によるものである場合にあっては、当該申請が前項各号（第３号、第６号及び第１１号を除く。）及び次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。

⑴　特定事業の構造が、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

⑵　特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

３　第６条第１項の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該特定行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、第１項第３号及び第１１号並びに第２項第１号の規定は、適用しない。

（変更の許可等）

第１１条　第６条第１項の許可を受けた事業主等は、第９条第１項各号（第１１号から第１３号までを除く。）又は第２項各号に掲げる事項の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

２　前項の許可を受けようとする事業主等は、第１号及び第２号に掲げる事項を記載した申請書に第３号から第６号までに掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

⑴　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

⑵　変更の内容及びその理由

⑶　第９条第１項第１０号の規定により提出した完成平面図及び断面図に変更が生じた場合においては、変更後の特定事業が完了した場合の完成平面図及び断面図
⑷　特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域に隣接する土地の所有者（事業主等及び第９条第１項第１２号の規定により既に承諾書の提出のあった所有者を除く。第７項において同じ。）全ての承諾書
⑸　特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域から３００メートル以内に居住する世帯の世帯主（第９条第１項第１３号の規定により既に承諾書の提出のあった者を除く。第８項において同じ。）の総数の１０分の８以上の承諾書
⑹　その他規則で定める書類及び図面
３　第６条第１項の許可に係る特定事業の期間の変更は、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して１年を超えることができない。

４　第６条第１項の許可に係る特定事業区域の面積の変更は、新たに特定事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る特定事業区域の面積の１０分の２を超えることができない。

５　第６条第１項の許可に係る一時堆積特定事業は、特定事業区域の面積を変更することができない。

６　第６条第２項及び前条（第１項第１０号、第１３号及び第１４号を除く。）の規定は、第１項の許可について準用する。

７　市長は、事業主等が特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域に隣接する土地の所有者全ての承諾書を提出しないときは、変更を許可してはならない。

８　市長は、事業主等が特定事業区域を変更しようとする場合において、変更により区域が拡張する場合にあっては、当該変更により新たに特定事業区域となる区域から３００メートル以内に居住する世帯の世帯主の総数の１０分の８以上の承諾書を提出しないときは、変更を許可してはならない。
９　第６条第１項の許可を受けた事業主等は、第１項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

10　第７条の規定による届出をした事業主等は、当該届出に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

（名義貸しの禁止）

第１２条　第６条第１項の許可を受け、又は第７条の規定による届出をした事業主等（以下「許可事業主等」という。）は、自己の名義をもって、第三者に当該許可又は届出に係る特定事業を行わせてはならない。

（特定事業の開始の届出）

第１３条　第６条第１項又は第１１条第１項の許可を受けた事業主等は、その許可に係る特定事業を開始しようとするときは、開始する日から起算して７日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

（土砂等の搬入の届出）

第１４条　第６条第１項の許可を受けた事業主等は、その

許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとする

ときは、土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発

生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを

証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該

土砂等が安全基準に適合していることを証するために

必要な書面で規則で定めるものを届出書に添付して、市

長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、土砂等が安全基準に適合してい

ることを証するために必要な書面で規則で定めるもの

を省略することができる。

⑴　土砂等が公共事業により発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

⑵　土砂等が採取土砂であって、採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

⑶　土砂等が第６条第１項の許可を受けた一時堆積特定事業の特定事業区域から搬入されるものであるとき。

⑷　その他土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めたとき。

（標識の設置等）

第１５条　第６条第１項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る特定事業区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業の施行中、規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

２　第６条第１項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。

（土砂等管理台帳の作成等）

第１６条　残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、その許可に係る特定事業に使用した残土について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、年度ごとに閉鎖しなければならない。

⑴　発生場所からの運搬手段

⑵　１日ごとの搬入した量

⑶　前２号に定めるもののほか、規則で定める事項

２　第６条第１項の許可を受けた一時堆積特定事業を行う事業主等は、当該一時堆積特定事業に使用した土砂等について、発生場所ごとに、前項第１号及び第２号に掲げる事項並びに次の各号に掲げる事項を記載した管理台帳を作成し、当該許可を受けた日から１年で閉鎖しなければならない。

⑴　特定事業区域から搬出された土砂等の１日ごとの量及びその搬出先ごとの内訳

⑵　前号に定めるもののほか、規則で定める事項

３　残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、規

則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特

定事業に使用した土砂等について、報告書に前２項の規

定により作成した管理台帳の写しを添付して、市長に提

出しなければならない。

（地質検査等の報告）

第１７条　残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域（当該許可に係る特定事業が一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場）外への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

２　残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、当

該許可に係る特定事業区域の土壌中に再生土等又は安全基準に適合しない土砂等（再生土等を除く。第２５条第２項並びに第２９条第１項及び第２項において同じ。）があることを確認したときは、直ちに土砂等の搬入を停止し、その旨を市長に報告しなければならない。
（施行状況等の報告）

第１８条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、特定事業の施行状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

２　事業主等は、前項の規定による報告を求められたとき

は７日以内に市長に報告しなければならない。

（関係書類の縦覧）

第１９条　残土を用いる特定事業の許可を受けた事業主等は、当該特定事業区域内に存する現場事務所又は市長が指定する場所において、当該許可に係る特定事業が施行されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第１６条に規定する管理台帳を近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

（特定事業の廃止等）

第２０条　許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定

事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじ

め当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出

による災害の発生を防止するために必要な措置に係る

工程その他規則で定める事項を市長に届け出るととも

に、当該工程に基づいて当該措置を講じなければならな

い。ただし、休止をしようとする期間が２月未満である

ときは、届け出ることを要しない。

２　市長は、前項の規定による届出があったときは、速や

かに、当該届出の内容が特定事業の廃止又は休止に支障

がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現

地調査を行うものとする。

３　許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を

廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。

４　前項の規定による届出があったときは、第６条第１項の許可は、その効力を失う。

５　市長は、第３項の規定による届出があったときは、速

やかに、当該届出に係る特定事業に使用された土砂等が

安全基準に適合しているどうか及び第１項の措置が講

じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届

出をした許可事業主等に通知しなければならない。

６　前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全

基準に適合していない旨又は当該特定事業に使用した

土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止す

るために必要な措置が講じられていない旨の通知を受

けた許可事業主等は、当該土砂等を撤去し、又は当該措

置を講じなければならない。

（特定事業の完了）

第２１条　許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定

事業が完了する２月前の日までに、当該特定事業が完了

するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け

出なければならない。

２　市長は、前項の規定による届出があったときは、速や

かに、当該届出の内容が特定事業の完了に支障がないか

どうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を

行うものとする。

３　許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を

完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。

４　市長は、前項の規定による届出があったときは、速や

かに、当該届出に係る特定事業が第６条第１項の規定に

よる許可又は第７条の規定による届出の内容に適合し

ているかどうかの確認を行い、その結果を前項の規定に

よる届出をした許可事業主等に通知しなければならな

い。

５　前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全

基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業

に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の

発生を防止するために必要な措置が講じられていない

旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等を撤去

し、又は当該措置を講じなければならない。

（特定事業の終了等）

第２２条　許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完了する見込みがないときは、同日の２月前の日までに、当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業を終了しなければならない。

２　市長は、前項の規定による届出があったときは、速や

かに、当該届出の内容が特定事業の終了に支障がないか

どうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を

行うものとする。

３　許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定事業を

終了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。

４　市長は、前項の規定による届出があったときは、速や

かに、当該届出に係る特定事業に使用された土砂等が安

全基準に適合しているかどうか及び第１項の措置が講

じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届

出をした許可事業主等に通知しなければならない。

５　前項の規定により、特定事業に使用した土砂等が安全

基準に適合していない旨又は当該届出に係る特定事業

に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の

発生を防止するために必要な措置が講じられていない

旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等を撤去

し、又は当該措置を講じなければならない。

（譲受け）

第２３条　第６条第１項の許可を受けた事業主等から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

２　前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

⑴　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

⑵　譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

⑶　前項の許可を受けようとする者が、営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名）
⑷　前３号に定めるもののほか、規則で定める事項

３　第１項の許可の基準については、第１０条の規定（第

１項第１号に係る部分に限る。）を準用する。

４　第１項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当

該特定事業に係る第６条第１項の許可を受けた事業主

等のこの条例の規定による地位を承継する。

５　第７条の規定による届出をした事業主等から当該届

出に係る特定事業の全部を譲り受けた者は、当該事業主

等のこの条例の規定による地位を承継する。

６　前項の規定により、事業主等の地位を承継した者は、

遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付して、

市長に提出しなければならない。

（相続等）

第２４条　許可事業主等について相続、合併又は分割（そ

の許可又は届出に係る特定事業の全部を承継させるも

のに限る。）があったときは、相続人（相続人が２人以

上ある場合において、その全員の同意により承継すべき

相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法

人若しくは合併により設立した法人又は分割によりそ

の許可若しくは届出に係る特定事業の全部を承継した

法人は、当該許可事業主等のこの条例の規定による地位

を承継する。

２　前項の規定により許可事業主等の地位を承継した者

は、遅滞なく、届出書にその事実を証する書面を添付し

て、市長に提出しなければならない。
（措置命令）

第２５条　市長は､特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めたときは、当該特定事業を行う許可事業主等に対し、当該特定事業の停止及び当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

２　市長は、特定事業に再生土等又は安全基準に適合しな
い土砂等が使用されていることを確認したときは、当該
特定事業を行う許可事業主等に対し、当該特定事業の停
止並びに当該土砂等の撤去及び当該土砂等の搬入によ
る土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべき
ことを命ずることができる。

３　市長は、第６条第１項又は第１１条第１項の規定に違

反して特定事業を行った者に対し、当該特定事業に使用

された土砂等の撤去を命ずることができる。

（許可の取消し等）

第２６条　市長は、第６条第１項の許可を受けた事業主等

が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取

り消すことができる。

⑴　第６条第１項の許可に係る特定事業を引き続き１年以上行っていないとき。

⑵　偽りその他不正な手段により第６条第１項、第１１条第１項又は第２３条第１項の許可を受けたとき。

⑶　第１０条第１項第１号オ若しくはケに該当するに至ったとき又は第６条第１項の許可を受けた当時第１０条第１項第１号オ若しくはケに該当していたことが判明したとき。

⑷　第１０条第１項第１号カからクまで（同号オに係るものに限る。）のいずれかに該当するに至ったとき又は第６条第１項の許可を受けた当時第１０条第１項第１号カからクまで（同号オに係るものに限る。）のいずれかに該当していたことが判明したとき。

⑸　第６条第２項の条件に違反したとき。

⑹　第１１条第１項の規定により許可を受けなければならない事項を当該許可を受けないで変更したとき。

⑺　第１４条から第１７条まで及び第１９条のいずれかの規定に違反したとき。

⑻　第２４条第１項の規定により第６条第１項の許可を受けた事業主等の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第１０条第１項第１号アからケまでのいずれかに該当するとき。

⑼　前条第１項又は第２項の規定による命令に違反したとき。

２　前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等は、

当該取消しに係る特定事業に使用した土砂等を撤去し、

又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生

を防止するために必要な措置を講じなければならない。

（廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令）

第２７条　市長は、第２０条第６項、第２１条第５項、第

２２条第５項又は前条第２項の規定に違反した事業主

等に対し、その特定事業に使用された土砂等の撤去又は

崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するた

めに必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

（関係書類等の保存）

第２８条　許可事業主等は、その許可又は届出に係る特定

事業について第２０条第３項の規定による廃止の届出、

第２１条第３項の規定による完了の届出若しくは第２

２条第３項の規定による終了の届出をした日又は第２

６条第１項の規定による取消しの通知を受けた日から

５年間、当該特定事業に関し、この条例の規定により市

長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければな

らない。

２　許可事業主等は、第１６条第１項又は第２項の管理台帳を閉鎖後５年間保存しなければならない。

（小規模特定事業に対する安全基準に関する措置命令等）

第２９条　土砂等の埋立て等を行おうとする者は、許可等対象事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が５００平方メートル未満であるもの（以下「小規模特定事業」という。）を行うときは、再生土等又は安全基準に適合しない土砂等を使用してはならない。

２　市長は、小規模特定事業に再生土等又は安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該小規模特定事業の事業主等に対し、当該土砂等の撤去又は当該小規模特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
３　小規模特定事業が公共事業である場合（安全基準に適合しない土砂等を使用する場合を除く。）には、前２項の規定を適用しない。

（小規模特定事業に対する崩落等の防止に関する措置命令等）

第３０条　小規模特定事業を行う者は、小規模特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。

２　市長は、小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めたときは、当該小規模特定事業の事業主等に対し、当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第３章　雑則

（立入検査）

第３１条　市長は、この条例の施行に必要な限度におい

て、当該職員に、事業主等の現場事務所、特定事業区域

（特定事業が一時堆積特定事業の場合にあっては、特

定事業場）その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、

書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させる

ことができる。

２　前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったとき

は、関係者に提示しなければならない。

３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた

めに認められたものと解釈してはならない。
（許可等に関する意見聴取）
第３１条の２　市長は、第６条第１項、第１１条第１項又は第２３条第１項の許可をしようとするときは、第１０条第１項第１号オからケまでのいずれかに該当する事由（同号カからクまでのいずれかに該当する事由にあっては、同号オに係るものに限る。以下同じ。）の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くものとする。

２　市長は、第２６条第１項の規定による処分をしようとするときは、第１０条第１項第１号オからケまでのいずれかに該当する事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。

（市長への意見）

第３１条の３　千葉県警察本部長は、特定事業を行う者について、第１０条第１項第１号オからケまでのいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、市長が当該特定事業を行う者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。

（知事への通報）
第３２条　市長は、特定事業区域の土壌が汚染され、又は

汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、千葉県知

事にその旨を通報しなければならない。

（手数料）

第３３条　第６条第１項又は第１１条第１項の許可を受

けようとする事業主等は、１特定事業区域につき、次の

各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める額

を手数料として納めなければならない。

⑴　第６条第１項の許可に係る申請手数料（特定事業区域の面積が５００平方メートル以上３，０００平方メートル未満）　２０，０００円

⑵　第６条第１項の許可に係る申請手数料（特定事業区域の面積が３，０００平方メートル以上）　４８，０００円

⑶　第１１条第１項の許可に係る申請手数料（第６条第１項の許可に係る特定事業区域の面積が５００平方メートル以上３，０００平方メートル未満）　１０，０００円

⑷　第１１条第１項の許可に係る申請手数料（第６条第１項の許可に係る特定事業区域の面積が３，０００平方メートル以上）　２８，０００円

２　第２３条第１項の許可を受けようとする事業主等は、

１特定事業区域につき２８，０００円を手数料として納

めなければならない。

（委任）

第３４条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第４章　罰則

（罰則）

第３５条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下

の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に処する。

⑴　第６条第１項、第１１条第１項又は第２３条第１項の規定に違反して特定事業を行った事業主等

⑵　第１２条の規定に違反して、第三者に特定事業を行わせた事業主等

⑶　第２５条第１項、第２項若しくは第３項、第２７条、第２９条第２項又は第３０条第２項の規定による命令に違反した事業主等

第３６条　次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。

⑴　第７条又は第１４条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主等

⑵　第１６条第１項又は第２項の規定に違反して、管理台帳を作成せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした事業主等

⑶　第１６条第３項、第１７条第１項若しくは第２項又は第１８条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした事業主等

⑷　第２８条第２項の規定に違反して、管理台帳を保存しなかった事業主等

⑸　第３１条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした事業主等

第３７条　次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

⑴　第１１条第９項、第１３条、第２０条第３項、第２１条第３項、第２２条第３項、第２３条第６項若しくは第２４条第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主等

⑵　第１５条第１項又は第２項の規定に違反して、標識を設置せず、又は境界を明らかにする表示を行わなかった事業主等

⑶　第２８条第１項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった事業主等

（両罰規定）

第３８条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前３条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成１８年１月１日から施行する。

（東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例の廃止）

２　東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成９年東金市条例第１９号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３　この条例の施行の際、現に旧条例第５条の許可（この項において「既許可」という。）を受けている者は、第６条の規定にかかわらず、当該既許可の許可期間が終了する間は、なお従前の例により当該既許可に係る旧条例第２条第２項の小規模埋立て等（附則第５項において「小規模埋立て等」という。）を行うことができる。

４　この条例の施行の際、現に発せられている旧条例第２０条の規定による命令は、なお効力を有する。

５　この条例の施行前にした行為、附則第３項の規定により従前の例によることとされる小規模埋立て等に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２５年３月１日条例第２１号）

　この条例は、平成２５年４月１日から施行する。
附　則（令和４年３月２３日条例第６号）
　（施行期日）

１　この条例は、令和４年６月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の日前に千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例（平成３０年千葉県条例第４５号。以下「県条例」という。）の規定の適用を受けていた再生土の埋立て等（県条例第２条第１項に規定する再生土の埋立て等をいう。以下同じ。）及び県条例附則第３項の規定により県条例の規定の適用を受けない再生土の埋立て等については、この条例による改正後の東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の規定は適用しない。
附　則（令和７年３月６日条例第３号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、令和７年６月１日から施行する。

（罰則の適用等に関する経過措置）

第２条　この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
２　この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
	東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条　この規則は、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例（平成１７年東金市条例第１６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（土砂等の埋立て等から除く行為）

第２条　条例第２条第４号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1)　廃棄物の条例第２条第１号に規定する改良により生じた物を当該改良をした場所で保管するために行う再生土等の堆積

(2)　舗装工事として行う再生土等の堆積

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長が定める再生土等の堆積
（安全基準）

第２条の２　条例第２条第１０号の規則で定める安全基準は、別表第１の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ基準値の欄に定めるとおりとする。
２　前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第１の項目の欄に掲げる区分ごとに、当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

（公共的団体の範囲）

第３条　条例第６条第１項第１号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

⑴　独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人環境再生保全機構

⑵　地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に基づき設立された地方住宅供給公社

⑶　地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に基づき設立された地方道路公社

⑷　公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条第１項の規定により設立された土地開発公社

⑸　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１０条第１項の規定により認可された土地改良区

⑹　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１４条第１項の規定により認可された土地区画整理組合

⑺　国又は地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けたもの

２　前項第７号の規定による認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。

３　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

⑴　定款又は寄附行為の写し

⑵　法人の登記事項証明書

⑶　事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

４　市長は、第２項の規定による申請があった場合においては、認定をしたときは公共的団体認定通知書（別記第２号様式）により、認定をしないときは公共的団体不認定通知書（別記第３号様式）によりその理由を付して通知するものとする。

（特定行為）

第４条　条例第６条第１項第３号及び条例第１０条第３項の規則で定める特定行為は、別表第２に掲げるとおりとする。

（許可を要しない事業）

第５条　条例第６条第１項第４号の規則で定める事業は、採取土砂のみを用いて行うもののうち次の各号に定めるものをいう。

⑴　宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土砂等を盛土する事業

⑵　自らの耕作の用に供するため、所有権その他の耕作に関する権原を有する農地に自ら客土する事業

⑶　国又は地方公共団体の補助を受けて行う事業

（事前協議）

第６条　条例第８条第１項第１号の特定事業計画書は、条例第６条第１項の規定により許可を受け、又は条例第７条の規定により届出をしようとする場合においては、特定事業計画書（別記第４号様式）とし、条例第１１条第１項の規定により許可を受けようとする場合においては、特定事業変更計画書（別記第５号様式）とする。

２　条例第８条第１項第１２号の特定事業区域の表土の地質の状況は、次に掲げる方法により検査して得られたものでなければならない。

⑴　検査は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める数以上の区域に等分して行うこと。

ア　特定事業区域の面積が０．３ヘクタール未満　１

イ　特定事業区域の面積が０．３ヘクタール以上１ヘクタール未満　２

ウ　特定事業区域の面積が１ヘクタール以上　イに定める数に１ヘクタールを超えるごとに１を加算した数

⑵　検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。

⑶　検査は、前号の規定により採取された試料ごとに、別表第１の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

３　条例第８条第１項第１４号の市長が必要と認める書

類及び図面は、前項第２号に規定する検査のための試料

とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並

びに当該試料ごとの検査試料採取調書（別記第６号様

式）及び地質分析（濃度）結果証明書（別記第７号様式。

計量法（平成４年法律第５１号）第１２２条第１項の規

定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士（以

下「環境計量士」という。）が発行したものに限る。以

下同じ。）とする。
４　条例第８条第２項の規定による通知は、特定事業事前協議済書（別記第８号様式）により通知するものとする。

（許可の申請）

第７条　条例第９条第１項及び第２項の申請書は、特定事業許可申請書（別記第９号様式）とする。

２　条例第９条第１項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるもの（一時堆積特定事業である場合にあっては、第６号に掲げるものを除く。）とする。

⑴　事業主等の住民票の写し（事業主等が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）及び印鑑登録証明書

⑵　事業主等が条例第１０条第１項第１号アからケま
　でに該当しない者であることを誓約する書面（別記第９号様式の２）

⑶　事業主等が条例第１０条第１項第１号カに規定する未成年者（以下「未成年者」という。）である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）及び印鑑登録証明書

⑷　特定事業区域の位置図及び付近の見取図

⑸　特定事業区域の実測求積図

⑹　特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施行の前後の構造が確認できるものに限る。）

⑺　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場。第１３号、第１７号及び第１９号において同じ。）の土地の登記事項証明書及び公図の写し

⑻　特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

⑼　土質試験等に基づき土砂等の埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

⑽　擁壁又は崖面崩壊防止施設（宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第６条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。以下同じ。）を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図
⑾　鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

⑿　特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書

⒀　特定事業区域の排水計画図

⒁　特定事業に使用される土砂等の搬入経路図

⒂　農地転用が必要な場合にあっては、許可指令書の写し又は受理証明書の写しその他これに相当する書類
⒃　埋蔵文化財所在の有無に関する書類

⒄　特定事業区域内に道路、河川、水路その他の公共施設がある場合にあっては、占用許可書等の写し

⒅　現場責任者である事を証する書類

⒆　特定事業区域が道路、河川、水路その他の公共施設と接する場合にあっては、当該公共施設との境界を確定したことを証する書面

⒇　残土を使用する場合にあっては世帯数調査書（別記

第１０号様式）

(21)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書

類及び図面

３　条例第９条第１項第９号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。　
　⑴　事業主等が未成年者である場合にあっては、その法

　　定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人である場

　　合にあっては、その名称、住所、代表者の氏名及び役

　　員（条例第１０条第１項第１号イに規定する役員をい

　　う。以下同じ。）の氏名）
　⑵　事業主等が法人である場合にあっては、その役員の

　　氏名
　⑶　事業主等が法人である場合において、発行済株式総

　　数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資

　　の額の１００分の５以上の額に相当する出資をして　
　　いる者があるときにあっては、これらの者の氏名
　⑷　事業主等に次条に規定する使用人がある場合にあ

　　っては、その者の氏名
４　条例第９条第１項第１１号の報告書は、住民説明会等報告書（別記第１１号様式）とする。

５　条例第９条第１項第１２号の承諾書は、隣接土地所有者承諾書（別記第１２号様式）とする。

６　条例第９条第１項第１３号の承諾書は、周辺住民承諾書（別記第１３号様式）とする。

７　条例第９条第２項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

⑴　特定事業区域の平面図及び断面図（土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。）

⑵　特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図

⑶　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
　　（条例第１０条第１項第１号キ及びクの規則で定める使

　　用人）
  第７条の２　条例第１０条第１項第１号キ及びクに規定す  

    る規則で定める使用人は、事業主等の使用人で、次に掲

    げるものの代表者であるものとする。

　　⑴　本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事　　

　　　務所又は従たる事務所）

　　⑵　前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うこと
　　　ができる施設を有する場所で、特定事業に係る契約を
　　　締結する権限を有する者を置くもの

（許可等の決定）

第８条　市長は、条例第９条第１項又は第２項の許可の申請があった場合においては、その内容を審査し、許可すると決定したときは特定事業許可決定通知書（別記第１４号様式）により、許可をしないと決定したときは特定事業不許可決定通知書（別記第１５号様式）によりその理由を付して当該申請をした事業主等に通知するものとする。

（特定事業に係る届出）

第９条　条例第９条第３項の届出書は、特定事業の届出書

（別記第１６号様式）とする。

２　条例第９条第３項の規則で定める書類及び図面は、特定事業事前協議済書の写し及び次の各号に掲げるものとする。

⑴　事業主等の住民票の写し（事業主等が法人である場
合にあっては、その登記事項証明書）及び印鑑登録証
明書
　  ⑵　事業主等が条例第１０条第１項第１号アからケま 

      でに該当しない者であることを誓約する書面（別記第
      ９号様式の２）
　⑶　事業主等が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）及び印鑑登録証明書

⑷　特定事業区域の位置図及び付近の見取図

⑸　別表第２に掲げる行為に該当することを証する書

類

⑹　土砂等売渡・譲渡証明書（別記第１７号様式）

⑺　採取土砂の採取場の責任者が発行した土砂等発生元証明書（別記第１８号様式）

⑻　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
３　市長は、条例第９条第３項の規定による届出書を受理

したときは、特定事業の届出受理通知書（別記第１９号

様式）により通知するものとする。

（構造上の基準等）

第１０条　条例第１０条第１項第３号の規則で定める構

造上の基準は、別表第３に定めるとおりとする。

２　条例第１０条第２項第１号の規則で定める構造上の
基準は、別表第４に定めるとおりとする。

（変更の許可の申請等）

第１１条　条例第１１条第１項の規則で定める軽微な変

更は、次に掲げるものとする。

⑴　氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更

⑵　法定代理人の氏名若しくは名称、住所又は法人の代

　表者の氏名の変更

 ⑶　条例第６条第１項の許可を受けた者に係る次に掲
　 げる者の変更
　 ア　法定代理人が法人である場合におけるその役員
　イ　役員
　ウ　発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有

　　する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に
　　相当する出資をしている者
　エ　第７条の２に規定する使用人
⑷　特定事業に使用される土砂等の量の変更（当該土砂

等の量を減少させるものに限る。）

⑸　特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更（当

該搬入計画の変更後において使用される土砂等が採取土砂の場合に限る。）
⑹　現場事務所の位置の変更

⑺　現場責任者の変更

⑻　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特

定事業場）外の区域への排水を測定する施設の位置

の変更

２　条例第１１条第２項の申請書は、特定事業変更許可申

請書（別記第２０号様式）とする。

３　条例第１１条第２項第６号の規則で定める書類及び

図面は、特定事業事前協議済書の写し並びに第７条第２項各号及び第７項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものとする。

４　条例第１１条第９項の規定による届出は、特定事業軽

微変更届（別記第２１号様式）を提出して行わなければ

ならない。ただし、第１項第３号に掲げる者に係る市長

が定める特に軽微な事項の変更については、この限りで

ない。

５　前項の届出書には、次に掲げる書類のうち変更に係る 

  ものその他市長が必要と認める書類及び図面を添付す　

  するものとする。

⑴　事業主等の住民票の写し（事業主等が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）
⑵   事業主等が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）

６　条例第１１条第１０項の規定による届出は、特定事業

の変更届出書（別記第２２号様式）を提出して行わなけ

ればならない。

　７　前項の届出書には、第９条第２項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものを添付するものとする。
（変更許可等の決定）

第１２条　市長は、条例第１１条第１項の規定による変更

の許可の申請があった場合においては、その内容を審査

し、許可すると決定したときは特定事業変更許可決定通

知書（別記第２３号様式）により、許可をしないと決定

したときは特定事業変更不許可決定通知書（別記第２４

号様式）によりその理由を付して当該申請をした事業主

等に通知するものとする。

（特定事業の開始の届出）

第１３条　条例第１３条の規定による届出は、特定事業開

始届（別記第２５号様式）を提出して行わなければなら

ない。

２　前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。

⑴　特定事業を開始する前の特定事業区域の現況写真

⑵　条例第１５条第１項の標識を設置した地点の位置

図及び写真

（土砂等の搬入の届出）

第１４条　条例第１４条の届出書は、土砂等搬入届（別記

第２６号様式）とし、事業主等は、特定事業に使用する

土砂等の量が５，０００立方メートルまでごとに、当該

届出書を提出しなければならない。

２　条例第１４条の当該発生場所から発生し、又は採取さ

れた土砂等であることを証するために必要な書面で規

則で定めるものは、当該土砂等の発生場所の責任者が発

行した土砂等発生元証明書とする。

３　条例第１４条の当該土砂等が安全基準に適合してい

ることを証するために必要な書面で規則で定めるもの

は、検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書

とする。

４　前項の地質分析（濃度）結果証明書を作成するために

行う土砂等の地質分析は、別表第１の項目の欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により

行わなければならない。

５　条例第１４条第１号の土砂等が公共事業により発生

　し、又は採取された土砂等であることを証するために
必要な書面で規則で定めるものは、当該公共事業を発注
した者が発行した公共事業土砂等発生元証明書（別記
第２７号様式）とする。

６　条例第１４条第２号の土砂等が採取土砂であって、採

取された土砂等であることを証するために必要な書面

で規則で定めるものは、土砂等売渡・譲渡証明書とする。　

（標識）

第１５条　条例第１５条第１項の標識の様式は、特定事業

に関する標識（別記第２８号様式）とする。

２　条例第１５条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

⑴　特定事業の許可年月日及び許可番号

⑵　特定事業の目的

⑶　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特

定事業場。第６号及び第１０号において同じ。）の位

置

⑷　事業主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名及び連絡先の電話番号

⑸　特定事業の許可の期間

⑹　特定事業区域の面積

⑺　特定事業に使用される土砂等の搬入予定量（一時堆
積特定事業にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出
の予定量）

⑻　特定事業に使用される土砂等の区分

⑼　現場責任者の氏名及び職名

⑽　特定事業区域の見取図

（管理台帳）

第１６条　条例第１６条第１項及び第２項の管理台帳（第

４項において「管理台帳」という。）は、土砂等管理台

帳（別記第２９号様式）とする。

２　条例第１６条第１項第３号の規則で定める事項は、次

に掲げるものとする。

⑴　特定事業の許可を受けた事業主等の氏名又は名称

⑵　特定事業の許可年月日及び許可番号

⑶　特定事業区域の位置及び面積

⑷　特定事業の許可の期間

⑸　特定事業に使用される残土の量

⑹　現場責任者の氏名及び職名

⑺　特定事業に使用される残土の発生場所並びに当該

発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所

⑻　特定事業に使用される残土の発生又は採取に係る

工事の内容及び当該工事の責任者の氏名

⑼　特定事業に使用される残土の発生場所の事業者と

の間の契約において、残土の搬入量及び搬入期間並び

に当該残土等の運搬を委託した場合の受託者の氏名

又は名称

３　条例第１６条第２項第２号の規則で定める事項は、次

に掲げるものとする。

⑴　特定事業の許可を受けた事業主等の氏名又は名称

⑵　特定事業の許可年月日及び許可番号

⑶　特定事業場の位置及び面積

⑷　特定事業の許可の期間

⑸　特定事業に使用される土砂等の年間の搬入量及び搬出量

⑹　現場責任者の氏名及び職名

⑺　特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当

該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所

⑻　特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係

る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名

４　管理台帳は、毎月の末日までに、当該月中における条

例第１６条第１項各号又は第２項各号に規定する事項

について、記載を終了していなければならない。

５　条例第１６条第３項に規定する報告は、特定事業を開

始した日から１月ごとに当該１月を経過した日から１

週間以内（特定事業の休止をしようとするとき（当該休

止をしようとする期間が２月以上であるときに限る。）

は当該休止をしようとする期間の開始の日から１週間

以内、特定事業を廃止し、完了し、又は終了したときは

条例第２０条第３項、第２１条第３項又は第２２条第３

項の規定による届出のとき）に、特定事業状況報告書（別

記第３０号様式）を提出して行わなければならない。こ

の場合において、当該報告が一時堆積特定事業に係る

ものであるときは、その報告書は、一時堆積特定事業

状況報告書（別記第３１号様式）とする。

（残土の地質検査等）

第１７条　条例第１７条第１項の地質検査（以下「地質検

査」という。）は、特定事業を開始した日から２月ごと

（条例第２０条第３項の規定による廃止の届出、条例第

２１条第３項の規定による完了の届出又は条例第２２

条第３項の規定による終了の届出を行った場合にあっ

ては、市長が指定する期日）に、市長の指定する職員の

立会いの上、次に掲げる方法により行わなければならな

い。

⑴　地質検査は、特定事業区域を３，０００平方メート

ル以内の区域に等分して行うこと。

⑵　地質検査のための試料とする残土の採取は、前号の

規定により区分された区域の中央地点及び中央地点

を交点に直角に交わる２直線上の当該中央地点から、

５メートルから１０メートルまでの４地点（当該地点

がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わ

る２直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中

間の４地点）の土壌について行うこと。

⑶　前号の規定により採取する残土は、それぞれの採取

地点において等量とし、採取後、第１号の規定により

区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに

１試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあ

っては、市長が定めるところにより、第１号の規定に

より区分された複数の区域から採取された残土を混

合し、１試料とすることができる。

⑷　地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第１の項目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

２　特定事業が一時堆積特定事業である場合にあって

は、地質検査は、前項の規定にかかわらず、一時堆積
特定事業を開始した日から２月ごと（条例第２０条第３

項の規定による廃止の届出、条例第２１条第３項の規定

による完了の届出（表土と特定事業に使用される残土が

遮断される構造である場合の当該特定事業に係る完了

の届出を除く。）又は条例第２２条第３項の規定による

終了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期

日）に、市長の指定する職員の立会いの上、前項各号に

掲げる方法により行わなければならない。ただし、一の

土砂等搬入届に係る残土ごとに当該土砂等が区分され

た状態で堆積されている場合にあっては、地質検査は

省略することができる。

３　条例第１７条第１項の規定による水質検査（次条にお

いて「水質検査」という。）は、特定事業を開始した日

から２月ごと（条例第２０条第１項の規定による休止の

届出、同条第３項の規定による廃止の届出、条例第２１

条第３項の規定による完了の届出又は条例第２２条第

３項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、

市長が指定する期日）に、市長の指定する職員の立会い

の上、試料を採取し、環境大臣が定める排水基準に係る

検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号）に定める測

定方法により行わなければならない。

（残土の地質検査等の報告）

第１８条　条例第１７条第１項の規定による報告は、特定

事業を開始した日から２月ごとに当該２月を経過した

日から１週間以内（条例第２０条第３項の規定による廃

止の届出、条例第２１条第３項の規定による完了の届出

又は条例第２２条第３項の規定による終了の届出を行

った場合にあっては、市長が指定する期日まで）に、特

定事業地質等検査結果報告書（別記第３２号様式）に次

に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならな

い。

⑴　検査に使用した残土及び排水を採取した地点の位

置図及び現場写真

⑵　前条第１項第３号の規定により作成した試料ごと

の検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書

⑶　前条第３項の規定により採取した試料の検査試料

採取調書及び排水汚染状況測定（濃度）結果証明書（別

記第３３号様式。環境計量士の発行したものに限る。）

（特定事業の廃止等に係る届出）

第１９条　条例第２０条第１項の規定による届出は、特定

事業廃止・休止事前届（別記第３４号様式）を提出して

行わなければならない。

２　条例第２０条第１項の規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

⑴　特定事業の許可等年月日及び許可等番号

⑵　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特

定事業場。第５号及び第６号において同じ。）の位置

⑶　特定事業の許可等の期間

⑷　特定事業を廃止しようとする年月日又は休止しよ

うとする期間

⑸　特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区

域の構造

⑹　特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区

域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等

の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するた

めに必要な措置

⑺　廃止し、又は休止しようとする特定事業が一時堆積
特定事業である場合にあっては、一時堆積特定事業の
特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面積
３　条例第２０条第３項の規定による届出は、特定事業廃

止届（別記第３５号様式）を提出して行わなければなら

ない。

（特定事業の完了に係る届出）

第２０条　条例第２１条第１項の規定による届出は、特定

事業完了事前届（別記第３６号様式）を提出して行わな

ければならない。

２　条例第２１条第１項の規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

⑴　特定事業の許可等年月日及び許可等番号

⑵　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特

定事業場。第５号において同じ。）の位置

⑶　特定事業の許可等の期間

⑷　特定事業の完了の予定年月日

⑸　特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造

３　条例第２１条第３項の規定による届出は、特定事業完

了届（別記第３７号様式）を提出して行わなければなら

ない。

（特定事業の終了に係る届出）

第２１条　条例第２２条第１項の規定による届出は、特定

事業終了事前届（別記第３８号様式）を提出して行わな

ければならない。

２　条例第２２条第１項の規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

⑴　特定事業の許可等年月日及び許可等番号

⑵　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特

定事業場。第４号及び第５号において同じ。）の位置

⑶　特定事業の許可等の期間

⑷　特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造

⑸　特定事業を終了した場合の特定事業区域以外の地

域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散

又は流出による災害の発生を防止するために必要な

措置

３　条例第２２条第３項の規定による届出は、特定事業終

了届（別記第３９号様式）を提出して行わなければなら

ない。

（完了等確認通知）

第２２条　市長は、条例第２０条第５項、条例第２１条第４項又は条例第２２条第４項に規定する確認を行ったときは、特定事業完了等確認通知書（別記第４０号様式）により通知するものとする。

（譲受けの申請等）

第２３条　条例第２３条第２項の申請書は、特定事業譲受け許可申請書（別記第４１号様式）とする。

２　条例第２３条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

⑴　譲り受けようとする者の住民票の写し（譲り受けようとする者が法人の場合にあっては、その登記事項証明書）及び印鑑登録証明書

⑵　 譲り受けようとする者が条例第２３条第３項において準用する条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（別記第９号様式の２）
⑶　譲り受けようとする者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）及び印鑑登録証明書

⑷　譲受けの相手方が発行する譲り受けることを証す

る書面

⑸　譲り受けることについて、譲り受けようとする特定

事業に係る他の事業主等の承諾を得たことを証する

書面

⑹　現場責任者であることを証する書面

⑺　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
３　条例第２３条第２項第４号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

⑴　譲り受けようとする特定事業の許可年月日及び許可番号
⑵　譲り受けようとする特定事業の許可の期間

⑶　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）の位置
⑷  譲り受けようとする者が未成年者である場合にお

　いて、その法定代理人が法人であるときにあっては、

　その役員の氏名
  ⑸　譲り受けようとする者が法人である場合にあって

　は、その役員の氏名
⑹　譲り受けようとする者が法人である場合において、    

　発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する

　株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当す
  る出資をしている者があるときにあっては、これら
　の者の氏名
  ⑺　譲り受けようとする者に第７条の２に規定する使
　用人がある場合にあっては、その者の氏名
⑻　現場責任者の氏名及び職名

⑼　譲受けをする理由

４　条例第２３条第６項の届出書は、特定事業承継届（別

記第４２号様式）とする。

５　前項の届出書には、事業主等の地位を承継した事実を証する書面のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
⑴　届出者の住民票の写し（届出者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書）
⑵　届出者が条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（別記第９号様式の２）
⑶　届出者が未成年者である場合にあっては、その法定

　代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合

　にあっては、その登記事項証明書）

⑷  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書　

　類
（譲受け許可等の決定）

第２４条　条例第２３条第１項の譲受けの申請があった場合においては、その内容を審査し、許可すると決定したときは特定事業譲受け許可決定通知書（別記第４３号様式）により、許可をしないと決定したときは特定事業譲受け不許可決定通知書（別記第４４号様式）によりその理由を付して通知するものとする。

（相続等の届出）

第２５条　条例第２４条第２項の届出書は、特定事業相続等届（別記第４５号様式）とする。

２　前項の届出書には、事業主等の地位を承継した事実を証する書面のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
⑴　届出者の住民票の写し（届出者が法人である場合に

　あっては、その登記事項証明書）
⑵　届出者が条例第１０条第１項第１号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面（別記第９号様式の２）
⑶　届出者が未成年者である場合にあっては、その法定

　代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合

　にあっては、その登記事項証明書）

⑷　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書

　類
（身分を示す証明書）

第２６条　条例第３１条第２項の身分を示す証明書は、身

分証明書（別記第４６号様式）とする。

（書類等の提出）

第２７条　条例第８条第１項の規定による協議、条例第９条第１項及び第２項、第１１条第２項並びに第２３条第２項の規定による申請、条例第９条第３項、第１１条第９項及び第１０項、第１３条、第１４条、第２０条第１項及び第３項、第２１条第１項及び第３項、第２２条第１項及び３項、第２３条第６項並びに第２４条第２項の規定による届出並びに条例第１６条第３項及び第１７条第１項の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正副各１部とする。

（補則）

第２８条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、平成１８年１月１日から施行する。

（東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の廃止）

２　東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例施行規則（平成９年東金市規則

第４７号。以下「旧規則」という。）は廃止する。

（経過措置）

３　この規則の施行の際、現に条例附則第２項の規定による廃止前の東金市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第５条の許可を受けている者については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

４　この規則の施行の際、現に旧規則第１９条の規定により発効されている証明書は、第２５条の規定により発行されたものとみなす。

附　則（平成１９年９月２８日規則第４４号抄）

（施行期日）
１　この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。

　　  附　則（平成２０年８月１５日規則第４０号）

この規則は、公布の日から施行する。

　　 附  則（平成２０年１１月２８日規則第４３号）

　この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２１年４月１日規則第１０号）
　（施行期日）
１　この規則は、平成２１年９月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則による改正後の東金市土地の埋立て等及　

　び土砂等の規制に関する条例施行規則第１１条第１

　項第４号の規定は、この規則の施行の日（以下「施　

　行日」という。）後に東金市土地の埋立て等及び土　

　砂等の規制に関する条例（平成１７年東金市条例第

　１６号。以下「条例」という。）第６条第１項の規

　定により許可を受けた特定事業に係る条例第１１条

　第１項の規定による特定事業の変更手続について適

　用し、施行日前に条例第６条第１項の規定により許

　可を受けた特定事業に係る条例第１１条第１項の規

　定による特定事業の変更手続については、当該特定

　事業が完了するまでは、この規則による改正前の東

　金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例

　施行規則第１１条第１項第４号の規定を適用する。
　　　附　則（平成２３年１月２６日規則第１号）
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。ただ　　し、別表第２の改正規定は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２５年３月２９日規則２４号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成２５年３月３１日規則第１４号）
（施行期日）

１　この規則は、平成２６年７月１日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の別表第３の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例（平成１７年東金市条例第１６号。以下「条例」という。)第９条第１項の規定により申請がなされた特定事業について適用し、施行日前に同項の規定により申請がなされた特定事業については、なお従前の例による。
　　　附　則（平成２７年３月３１日規則第７号）

（施行期日）
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
⑴　別表第２の改正規定（次号に掲げる改正規定を除く。）　平成２７年４月２日
⑵　別表第２第１項の改正規定　平成２７年５月２９　　　日

　　　附　則（平成２８年２月１６日規則第３号）
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成２８年８月１２日規則第９０号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２９年２月１７日規則第８号）

この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年６月２３日規則第２９号）

　この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成３０年２月２１日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。
附　則（令和元年６月２８日規則第５号）
　この規則は、令和元年７月１日から施行する。
附　則（令和３年３月２２日規則第１２号）
　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和４年２月２１日規則第１４号）
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
附　則（令和４年３月２５日規則第２０号）
　この規則は、令和４年６月１日から施行する。
　　　附　則（令和５年５月２５日規則第３２号）
（施行期日）
１　この規則は、令和５年５月２６日から施行する。
（経過措置）
２　宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号。以下「改正法」という。）による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項本文（改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定による許可を要する行為は、改正後の東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則別表第２第９項に掲げる行為とみなす。


別表第１（第２条の２第１項）
	項目
	基準値
	測定方法

	カドミウム
	検液１リットルにつき０．００３ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１０２（以下「規格」という。）５５．２、５５．３又は５５．４に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令（昭和４６年農林省令第４７号）に定める方法

	全シアン
	検液中に検出されないこと。
	規格３８に定める方法（規格３８．１．１及び３８の備考１１に定める方法を除く。）又は昭和４６年環境庁告示第５９号付表１に掲げる方法

	有機燐
	検液中に検出されないこと。
	昭和４９年環境庁告示第６４号付表１に掲げる方法又は規格３１．１に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和４９年環境庁告示第６４号付表２に掲げる方法）

	鉛
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	規格５４に定める方法

	六価クロム
	検液１リットルにつき０．０５ミリグラム以下
	規格６５．２（規格６５．２．７を除く。）に定める方法

	砒素
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地（田に限る。）である場合にあっては、試料１キログラムにつき１５ミリグラム未満
	検液中濃度に係るものにあっては、規格６１に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令（昭和５０年総理府令第３１号）第１条第３項及び第２条に規定する方法

	総水銀
	検液１リットルにつき０．０００５ミリグラム以下
	昭和４６年環境庁告示第５９号付表２に掲げる方法

	アルキル水銀
	検液中に検出されないこと。
	昭和４６年環境庁告示第５９号付表３及び昭和４９年環境庁告示第６４号付表３に掲げる方法

	ＰＣＢ
	検液中に検出されないこと。
	昭和４６年環境庁告示第５９号付表４に掲げる方法

	銅
	埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地（田に限る。）については、試料１キログラムにつき１２５ミリグラム未満
	農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令（昭和４７年総理府令第６６号）第１条第３項及び第２条に規定する方法

	ジクロロメタン
	検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法

	四塩化炭素
	検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法

	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）
	検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
	平成９年環境庁告示第１０号付表に掲げる方法

	１，２―ジクロロエタン
	検液１リットルにつき０．００４ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１又は５．３．２に定める方法

	１，１―ジクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．１ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法

	１，２―ジクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．０４ミリグラム以下
	シス体にあっては日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．１に定める方法

	１，１，１―トリクロロエタン
	検液１リットルにつき１ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法

	１，１，２―トリクロロエタン
	検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法

	トリクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法

	テトラクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２、５．３．１、５．４．１又は５．５に定める方法

	１，３―ジクロロプロペン
	検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．１に定める方法

	チウラム
	検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下
	昭和４６年環境庁告示第５９号付表５に掲げる方法

	シマジン
	検液１リットルにつき０．００３ミリグラム以下
	昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１又は第２に掲げる方法

	チオベンカルブ
	検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下
	昭和４６年環境庁告示第５９号付表６の第１又は第２に掲げる方法

	ベンゼン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２に定める方法

	セレン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	規格６７．２、６７．３又は６７．４に定める方法

	水素イオン濃度
	４．０以上９．０以下
	規格１２．１に定める方法

	ふっ素
	検液１リットルにつき０．８ミリグラム以下
	規格３４．１（規格３４の備考１を除く。）若しくは３４．４（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約２００ミリリットルに硫酸１０ミリリットル、りん酸６０ミリリットル及び塩化ナトリウム１０グラムを溶かした溶液とグリセリン２５０ミリリットルを混合し、水を加えて１，０００ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格Ｋ０１７０―６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格３４.１．１ｃ）（注（２）第３文及び規格３４の備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び昭和４６年環境庁告示第５９号付表７に掲げる方法

	ほう素
	検液１リットルにつき１ミリグラム以下
	規格４７．１、４７．３又は４７．４に定める方法

	１，４―ジオキサン
	検液１リットルにつき０．０５ミリグラム以下
	昭和４６年環境庁告示第５９号付表８に掲げる方法


備考

１　基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
２　基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
３　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。
４　六価クロムの項目について、規格６５．２．６に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格Ｋ０１７０―７の７のａ）又はｂ）に定める操作を行うものとする。
５　１，２―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．２により測定されたシス体の濃度と日本産業規格Ｋ０１２５の５．１、５．２又は５．３．１により測定されたトランス体の濃度の和とする。
６　水素イオン濃度の測定は、次の操作によるものとする。

　　　⑴　乾土２０グラム相当量の生土又は風乾細土を１００ミリリットルビーカー又はポリ容器にとる。

　　　⑵　純水又は塩化カリウム液（１Ｎ塩化カリウム液に約Ｎ／１０水酸化カリウム液を加えてｐＨ７．０に調整したもの）を５０ミリリットル加える。

　　　　（土：純水又は塩化カリウム液＝１：２．５とする。）

　　　⑶　⑵を撹拌振とうした後１時間以上静置し、この上澄み液を測定に用いる。

　　　⑷　結果にはｐＨ（Ｈ　Ｏ）又はｐＨ（ＫＣＩ）と付記し、測定条件を明確にする。
　　　　
別表第２（第４条）

１　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第７項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為

２　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業

３　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項の規定による許可を要する開発行為並びに同法第３４条第２項及び第４４条において準用する同法第３４条第２項の規定による保安林及び保安施設地区における許可を要する行為

４　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の規定による道路管理者以外のものが行う工事についての承認を要する行為、同法第３２条第１項の規定による道路の占用の許可及び同法第９１条第１項の規定による道路予定区域における許可を要する行為

５　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく土地区画整理事業及び同法第７６条第１項の規定による施行地区内における許可を要する行為

６　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為

７　自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第３項の規定による特別地域内

及び同法第２１条第３項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為

８　地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為

９　宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項及び第３０条第１項の規定による宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内における許可を要する行為
10　河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条の規定による河川区域内の土地の占
用の許可を要する行為並びに同法第２７条第１項、第５５条第１項、第５７条第１項
及び第５８条の４第１項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定
地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為

11　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項及び第２項の規定による許可を要する開発行為

12　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事業及び同法第６６条第１項の規定による施行地区内における許可を要する行為

13　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７条第１項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為

14　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１５条の２の規定による農用地区域内における許可を要する行為

15　都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１４条第１項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為

16　生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第８条第１項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為

17　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）に基づく住宅街区整備事業並びに同法第７条第１項及び第６７条第１項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為

18　千葉県立自然公園条例（昭和３５年千葉県条例第１５号）第１２条第１項の規定による特別地域内における許可を要する行為

19　宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４４年千葉県条例第５０号）第７条第１項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業

20　千葉県自然環境保全条例（昭和４８年千葉県条例第１号）第９条第４項の規定による特別地区内における許可を要する行為
21　火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第３条、第１０条第１項及び第１２条第１項の規定による許可（同法第１０条第２項及び第１２条第２項の適用を受ける場合を含む。）を要する行為

別表第３（第１０条第１項）

１　特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

２　著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

３　特定事業の高さ（特定事業により生じたのり面の最下部（擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の上端）と最上部の高低差をいう。以下同じ。）及びのり面（擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除く。以下同じ。）の勾配は、次の表の区分に応じ、それぞれ特定事業の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものであること。

	区　　分
	特定事業の高さ
	のり面の勾配

	土質検査等に基づき特定事業の構造の安定計算を行った場合
	安全が確保される高さ
	安全が確保される勾配

	その他
	１０メートル以下
	３０度以下の勾配


４　擁壁を用いる場合にあっては当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第８条から第１２条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第１４条の規定にそれぞれ適合すること。
５　特定事業の高さが５メートル以上である場合にあっては、特定事業の高さが５メートルごとに幅が１．５メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

６　特定事業の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

７　のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹き付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

８　特定事業区域（のり面は除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第４（第１０条第２項）

１　特定事業区域と隣接地との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ右欄に定める幅の保全地帯が設置されていること。

	５，０００平方メートル未満
	４メートル以上

	５，０００平方メートル以上１ヘクタール未満
	６メートル以上

	１ヘクタール以上３ヘクタール未満
	１０メートル以上

	３ヘクタール以上５ヘクタール未満
	１４メートル以上

	５ヘクタール以上１０ヘクタール未満
	１８メートル以上

	１０ヘクタール以上１５ヘクタール未満
	２４メートル以上

	１５ヘクタール以上２０ヘクタール未満
	２７メートル以上

	２０ヘクタール以上
	３０メートル以上


２　土砂等のたい積の高さ（のり面の最下部と最上部の高低差をいう。）が５メートル以下であること。

３　土砂等のたい積ののり面のこう配は、３０度以下のこう配であること。

別　記

第１号様式（第３条第２項）

公　共　的　団　体　認　定　申　請　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

申請者　主たる事務所の所在地

　　　　名称及び代表者氏名

　　　　電話番号

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則第3条第2項の規定により、公共的団体の認定を受けたいので、次のとおり申請します。

１　申請者の資本金、基本金その他これらに準ずるものの出資総額及び出資者のうち地方公共団体別の出資金額

（１）出資総額　　　　　　　　　　　　　　　千円（　　　　年　　月　　日現在）

（２）地方公共団体別出資金額

	地　方　公　共　団　体　名
	出　資　金　額

	
	千円

	
	千円

	
	千円

	合　　　　　　　　　　　計
	千円


２　土砂等の埋立て等に係る事業の実績

第２号様式（第３条第４項）　　 　　（表面）
公　共　的　団　体　認　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

申請者　　　　　　　　　　　　　　様

東金市長　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった公共的団体の認定については、次のとおり認定したので東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則第３条第４項の規定により通知します。

　１　認定番号　　　　　　公共的団体　第　　　号
　２　認定年月日　　　　　　　　　年　　月　　日
（裏面）
教示
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
　　　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
　

第３号様式（第３条第４項）

公　共　的　団　体　不　認　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

申請者　　　　　　　　　　　　　　様

東金市長　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった公共的団体の認定については、次のとおり認定をしないこととしたので、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則第３条第４項の規定により通知します。

　認定をしないこととした理由
教示

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。

２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
　
第４号様式（第６条第１項）

特　定　事　業　計　画　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、主たる事業所の

所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第8条第1項の規定により、次の特定事業について関係図書を添えて協議します。

	特定事業の区分
	特定事業　　・　　一時堆積特定事業

	特定事業区域（場）

の位置及び面積
	東金市
　　　　　　　　ほか　　　　筆

（詳細は別紙のとおり）
	面　　　積

実測　　　　　 ㎡

	特定事業の実施期間
	　　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

	土砂等の区分
	採取土砂　　・　　残土

	総搬入量（一時堆積特定事業にあっては総搬出量）
	㎥

（　　　　　　　　　　　　　　㎥）

	跡地利用計画
	

	他の法令等の許認可等・届出を要する場合はその法令等と許認可等・届出の状況
	


別紙　地番一覧表

	土　地　（地　番）
	地目
	地積（㎡）
	所　　有　　者
	所　有　者　住　所
	備　考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第５号様式（第６条第１項）

特　定　事　業　変　更　計　画　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、主たる事業所の

所在地、名称及び代表者の氏名）

年　　月　　日付け　　　　　第　　号　　で許可を受けた事項について、変更したいので東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第８条第１項の規定により、関係図書を添えて協議します。

	
	変　更　後
	変　更　前

	変更する事項の内容
	
	

	変更の理由
	


第６号様式（第６条第３項、第１４条第３項並びに第１８条第２号及び第３号）

検　査　試　料　採　取　調　書

年　　月　　日
採取者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
所　　属　　　　　　　　　　　　　　

職 氏 名　　　　　　　　　 　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　

別添地質分析（濃度）結果証明書（排水汚染状況測定（濃度）結果証明書）の検査試料を次のとおり採取しました。

	検体区分及び番号
	

	報告区分
	地質（表土・搬入・定期・廃止・完了・終了）

排水（定期・廃止・完了・終了）

	採取年月日
	　　　　　　年　　　月　　　日

	採取日の天候
	

	地質分析の場合の

採取深度
	

	検査試料採取場所

及び写真
	別添位置図及び写真のとおり


注　検体区分及び番号の欄には、地質分析結果証明書又は排水汚染状況測定結果証明書に記載された番号等を記載すること。

	地質分析（濃度）結果証明書
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　様
分析機関名
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について、平成３年環境庁告示第４６号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。
(検体区分・番号　　　　　　)

	計量の対象
	単位
	測定値
	定量下限値
	基準値
	測定方法

	カドミウム
	mg／l
	　
	　
	0.003
	日本産業規格　K0102　55.2、55.3、55.4

	全シアン
	mg／l
	　
	　
	不検出
	日本産業規格　K0102　38(38.1.1及び38の備考11の方法を除く)、昭和46．環告第59号付表1

	有機燐
	mg／l
	　
	　
	不検出
	昭和49．環告第64号付表1、日本産業規格K0102

31.1のガスクロマトグラフ法以外のもの

	鉛
	mg／l
	　
	　
	0.01
	日本産業規格　K0102　54

	六価クロム
	mg／l
	　
	　
	0.05
	日本産業規格　K0102　65.2(65.2.7を除く)

	砒素
	mg／l
	　
	　
	0.01
	日本産業規格　K0102　61

	総水銀
	mg／l
	　
	　
	0.0005
	昭和46．環告第59号付表2

	アルキル水銀
	mg／l
	　
	　
	不検出
	昭和46．環告第59号付表3、昭和49．環告第64号付表3

	PCB
	mg／l
	　
	　
	不検出
	昭和46．環告第59号付表4

	ジクロロメタン
	mg／l
	　
	　
	0.02
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2

	四塩化炭素
	mg／l
	　
	　
	0.002
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5

	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）
	mg／l
	　
	　
	0.002
	平成9．環告第10号付表

	1，2―ジクロロエタン
	mg／l
	　
	　
	0.004
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.3.2

	1，1―ジクロロエチレン
	mg／l
	　
	　
	0.1
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2

	1，2―ジクロロエチレン
	mg／l
	　
	　
	0.04
	シス体 日本産業規格 Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.2
トランス体 日本産業規格 Ｋ0125 5.1、5.2、5.3.1

	1，1，1―トリクロロエタン
	mg／l
	　
	　
	1
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5

	1，1，2―トリクロロエタン
	mg／l
	　
	　
	0.006
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5

	トリクロロエチレン
	mg／l
	　
	　
	0.01
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5

	テトラクロロエチレン
	mg／l
	　
	　
	0.01
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5

	1，3―ジクロロプロペン
	mg／l
	　
	　
	0.002
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1

	チウラム
	mg／l
	　
	　
	0.006
	昭和46．環告第59号付表5

	シマジン
	mg／l
	　
	　
	0.003
	昭和46．環告第59号付表6第1、第2

	チオベンカルブ
	mg／l
	　
	　
	0.02
	昭和46．環告第59号付表6第1、第2

	ベンゼン
	mg／l
	　
	　
	0.01
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2

	セレン
	mg／l
	　
	　
	0.01
	日本産業規格　K0102　67.2、67.3、67.4

	水素イオン
	　
	　
	　
	4.0～9.0
	日本産業規格　K0102　12.1

	ふっ素
	mg／l
	　
	　
	0.8
	日本産業規格　K0102　34.1(34の備考1を除く)、34.4、34.1.1c)(注(2)第3文及び34の備考1を除く)
昭和46．環告第59号付表7

	ほう素
	mg／l
	　
	　
	1
	日本産業規格　47.1、47.3、47.4

	1，4―ジオキサン
	mg／l
	　
	　
	0.05
	昭和46．環告第59号付表8

	農用地田に限る
	砒素
	mg／kg
	　
	　
	15
	昭和50．総令第31号第1条第3項及び第2条
	含有
試験

	
	銅
	mg／kg
	　
	　
	125
	昭和47．総令第66号第1条第3項及び第2条
	

	検体の性質
	形状
	　
	色
	
	におい
	　

	備考
	発生場所：
	発生事業者：

	
	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：


第７号様式(第６条第３項、第１４条第３項及び第１８条第２号)

第８号様式（第６条第４項）

特　定　事　業　事　前　協　議　済　書

第　　　号

年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで提出のあった特定事業計画書については、協議が整ったので通知します。

	特定事業の区分
	特定事業　　・　　一時堆積特定事業

	特定事業区域の位置及び面積
	東金市
　　　　　　　　

　　　　　　　　　ほか　　　　筆
	面　　　　積

　　　㎡

	土砂等の区分
	採取土砂　　・　　残土

	跡地利用計画
	


第９号様式（第７条第１項）　　　　　　 （第１面）

特　定　事　業　許　可　申　請　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

 （宛先）東金市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

（法人にあっては、主たる事業所の

所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第９条の規定により、特定事業の許可を受けたい

ので、関係書類及び図面を添えて次のとおり申請します。

	特定事業区域の

位置及び面積
	東金市
　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

（詳細は別紙のとおり）
	特定事業区域の面積

実測　　　　　　　　㎡

	現場事務所その他特定事業に

供する施設の設置計画及び位置
	別添図面のとおり

	現場責任者の氏名及び職名　　
	

	土砂等の量及び期間
	土砂等の量　　　　　　　　㎥

期間　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

	土砂等の搬入計画に関する事項　　
	別紙のとおり

	土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための措置
	別添施行図面のとおり

	排水の水質検査を行う

ための措置又は施設の構造
	別添図面のとおり

	法定代理人の氏名及び住所

（法人にあっては、その名称、住所

及び代表者の氏名）
	

	一時堆積特定事業
	年間の搬入予定量　　　　　㎥　　１日平均　　　　㎥

年間の搬出予定量　　　　　㎥　　１日平均　　　　㎥

事業に供する施設及び堆積の構造…別添図面のとおり


（第２面）

事業主等が条例第１０条第１項第１号カに規定する未成年者である場合

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注

１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
　顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこ
　れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。

（第３面）

事業主等が個人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

（第４面）

事業主等が法人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

　２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い
　　かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の
　　支配力を有するものと認められるものを含む。

　第９号様式の２（第７条第２項第２号、第９条第２項第２号、第２３条第２項第２号、第２３条第５項　

　第２号及び第２５条第２項第２号）

誓　約　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（宛先）東金市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　　　　事業主等は、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１０条第１項第１号アからケまで　　

　　　（同条例第１１条第６項及び第２３条第３項において準用する場合を含む。）のいずれにも該当しないこ
　　　とを誓約します。

条例第１０条第１項第１号アからケまでの内容

	
	ア　第２５条、第２７条、第２９条第２項又は第３０条第２項の規定による命令を受け、必要な措置を完了し
　ていない者

	
	イ　第２６条第１項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない者（当該許可を取

　り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る東金市行政手続条例（平成１０年東金　

　市条例第１号）第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、

　取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人　

　に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるも

　のを含む。以下同じ。）であった者で当該取消しの日から３年を経過しないものを含む。）

	
	ウ　千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成９年千葉県条例第１
　２号）第１２条第１項第１号イ、ロ、ハのいずれかに該当する者

	
	エ　特定事業の施行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

	
	オ　東金市暴力団排除条例（平成２４年東金市条例第１１号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下「暴

　力団員等」という。）

	
	カ　営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人（法定代理人が法人であ

　る場合においては、その役員を含む。）がアからオまでのいずれかに該当するもの

	
	キ　法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの

	
	ク　個人で規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの

ケ　暴力団員等がその事業活動を支配する者


別紙

特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項


	発生場所
	排出事業者名
	搬　　　　　　　　入　　　　　　　　計　　　　　　　　画　　　　　　　　等

	
	
	予定量㎥
	最大日量㎥
	搬入期間
	搬入時間
	搬入土砂等の区分
	備　　　　　考

	
	
	
	
	～
	～
	
	

	
	
	
	
	～
	～
	
	

	
	
	
	
	～
	～
	
	

	
	
	
	
	～
	～
	
	

	
	
	
	
	～
	～
	
	

	
	
	
	
	～
	～
	
	

	
	
	
	
	～
	～
	
	


注　搬入土砂等の区分の欄には、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令別表第１の区分を記載すること。

第１０号様式（第７条第２項第２０号）

世　帯　数　調　査　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

    事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　    　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　    　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　（法人にあっては、主たる事業所の

　所在地、名称及び代表者の氏名）
特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）から３００ｍ以内に居住する世帯の数は次のとおりで相違ありません。

１　調査年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

２　特定事業区域（場）の位置　　東金市　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

３　居住する世帯数　　　　　　　　　　　世帯

４　世帯の住所及び世帯主の氏名

	番号
	住　　　　　所
	氏　　名
	承諾

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注　世帯の位置を２５００分の１の地図に記入し、承諾が得られた世帯には赤丸で印を付けること。また、承諾が得られた世帯は、上表の承諾の欄に○を記入すること。

第１１号様式（第７条第４項）

住　民　説　明　会　等　報　告　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては、主たる事業所の

所在地、名称及び代表者の氏名）

特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）の周辺関係者に説明会等を行いましたので、その内容について、次のとおり報告します。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

	跡地利用計画
	

	説明会等の日時
	　　　　　　年　　　　月　　　　日

	説明会等の場所
	

	説明会及び説明会を受けた者
	名　　（別添出席者名簿のとおり）

	説明会の内容その他の記録
	


第１２号様式（第７条第５項）

隣　接　土　地　所　有　者　承　諾　書

東金市（　　　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆）において施行する特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）に隣接する次の土地の所有者として、その施行について異議がないので承諾します。

	所在地及び地番
	地目
	地積（登記簿）
	適　用

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


また、承諾の前提として、次の事項について事業主等から　　　　年　　月　　日に説明を受け、その内容を確認しました。

	１　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）の位置及び面積

２　現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名

３　特定事業区域の表土の地質の状況（当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造）

４　特定事業に使用される土砂等の搬入計画

５　特定事業の期間

６　特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造

７　特定事業を行っている間において、特定事業区域（場）以外への当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

８　特定事業に供する施設及び特定事業区域(場)以外への排水の水質検査を行うために設置する施設の構造

９　土地所有者の義務及び土地所有者に対する措置命令に関する事項


年　　月　　日

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
注　承諾者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を自署でする場合にあっては、押印を省略することができます。

第１３号様式（第７条第６項）

周　辺　住　民　承　諾　書

　東金市（　　　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆）において施行する特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）の周辺に居住する世帯主として、その施行について異議がないので承諾します。

また、承諾の前提として、次の事項を事業主等から　　　　年　　月　　日に説明を受け、その内容を確認しました。

	１　特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）の位置及び面積

２　現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名

３　特定事業区域の表土の地質の状況（当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造）

４　特定事業に使用される土砂等の搬入計画

５　特定事業の期間

６　特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造

７　特定事業を行っている間において、特定事業区域（場）以外への当該特定事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

８　特定事業に供する施設及び特定事業区域(場)以外への排水の水質検査を行うために設置する施設の構造

９　土地所有者の義務及び土地所有者に対する措置命令に関する事項


年　　月　　日

世　帯　主　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

注　承諾者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を自署でする場合にあっては、押印を省略することができます。
第１４号様式（第８条）　　　　 　　（表面）
特　定　事　業　許　可　決　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった特定事業については、次のとおり許可したので通知する。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

	特定事業区域（場）の面積
	㎡

	許可の期間
	　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

	使用する土砂等の発生元
	

	許可の条件
	


（裏面）
教示
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
　　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
第１５号様式（第８条）

特　定　事　業　不　許　可　決　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった特定事業については、次のとおり不許可としたので通知する。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

	特定事業区域（場）の面積
	㎡

	不許可の理由
	


教示

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。

２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

第１６号様式（第９条第１項）　　　　　　　（第１面）

特　定　事　業　の　届　出　書

　　　　　　　　年　　月　　日

（あて先）東金市長

　　　　事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第９条第３項の規定により、次のとおり採取土砂のみを用いて特定行為を伴う特定事業を施行するので次のとおり届け出ます。

	特定事業の目的
	

	特定事業の区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

	特定事業の区域（場）の面積
	㎡（実測）

	特定事業の実施期間
	　　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日


（第２面）

事業主等が条例第１０条第１項第１号カに規定する未成年者である場合

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注

１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
  と。

２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
　顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこ
　れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。

（第３面）

事業主等が個人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ

　と。

（第４面）

事業主等が法人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

　２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い
　　かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の
　　支配力を有するものと認められるものを含む。

第１７号様式（第９条第２項第６号及び第１４条第６項）

土　砂　等　売　渡　・　譲　渡　証　明　書

年　　月　　日

特定事業者

　　　　　　　　　　　　　様

売渡・譲渡元事業者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　事業者名　　　　　　　　　　　　　　

代表者　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　（特定事業者　　　　　　　　　　　　）が東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例に基づく特定事業区域に搬入する土砂等については、現在、岩石、砂利又は土の採取計画の許認可等を受けている次の採取場から採取されたものであることを証明します。

	許認可採取場の位置
	

	採取計画許認可番号
	

	許認可期間
	　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

	許認可採取量
	㎥

	特定事業区域（場）の位置
	

	売渡し又は譲渡しの土量
	㎥

	売渡し又は譲渡しの期間
	　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日


第１８号様式（第９条第２項第７号及び第１４条第２項）

土　砂　等　発　生　元　証　明　書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

発生元事業者　住　　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　事業者名　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　代表者又は　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　現場責任者の氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり搬出する土砂等が次の工事現場から発生し、又は採取された土砂等であることを証明します。なお、これらの土砂等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物ではありません。

	工事名
	

	工事施工場所
	

	発注者
	

	工事施工期間
	

	当該工事に係る土砂等発生総量
	　　　　　　　　　　㎥（うち処分契約量　　　　㎥）

	今回の証明に係る土砂等の量
	　　　　　　　　　　㎥（５，０００㎥以内）

	発生土砂等の地質分析

（濃度）結果証明書の有無
	有　　・　　無

	発生土砂等の区分
	

	発生土砂等の運搬契約者名
	住所　　　　　　　　　　　　　　氏名

	
	住所　　　　　　　　　　　　　　氏名


注　発生土砂等の区分の欄には、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令別表第１に規定する区分を記載すること。

第１９号様式（第９条第３項）

特　定　事　業　の　届　出　受　理　通　知　書

第　　　号

年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで届出のあった採取土砂のみを用いる特定行為を伴う特定事業については、次のとおり受理したので通知する。

	特定事業の目的
	

	特定事業の区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

	特定事業の区域（場）の面積
	㎡


　第２０号様式（第１１条第２項）　　　　（第１面）
特　定　事　業　変　更　許　可　申　請　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（あて先）東金市長

　　　事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　　　　　年　　月　　日付け　　　　　第　　号　　で許可を受けた事項について、変更したいので東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１１条第２項の規定により、関係書類及び図面を添えて次のとおり申請します。

	
	変　　　更　　　後
	変　　　更　　　前

	変更する事項の内容
	
	

	変更の理由
	


（第２面）

事業主等が条例第１１条第６項において準用する条例第１０条第１項第１号カに規定する未成年者である場合

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注

１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
  と。

２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
　顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこ
　れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。

（第３面）

事業主等が個人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
  と。

（第４面）

事業主等が法人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

　２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い
    かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の
    支配力を有するものと認められるものを含む。
第２１号様式（第１１条第４項）

特　定　事　業　軽　微　変　更　届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（宛先）東金市長

　　　　事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　　　　　年　　月　　日付け　　　　　第　　号　で許可を受けた事項について、変更をしたので、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１１条第９項の規定により次のとおり届け出ます。

	
	変　　　更　　　後
	変　　　更　　　前

	住所

（所在地）
	
	

	氏名

（名称又は代表者）
	
	

	法定代理人の氏名・住所（法人にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名）
	
	

	役員、株主等又は使用人
	別紙１から別紙４のとおり
	別紙１から別紙４のとおり

	土砂等の量
	（減少する場合に限る）
	

	土砂等の搬入計画
	
	

	現場事務所の位置
	
	

	現場責任者
	
	

	排水測定施設の位置
	
	


別紙１

新旧対照表（役員・株主等・使用人）

	区　分
	新
	旧

	
	役職名・呼称
	氏　名
	役職名・呼称
	氏　名

	役員（事業主等が未成年者で法定代理人が法人の場合）
	
	
	
	

	役員（事業主等が法人である場合）
	
	
	
	

	株主・出資者（事業主等が法人である場合）
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）
	
	
	
	


注　「株主・出資者（事業主等が法人である場合）」欄は、新たに、発行済株式総数の１００分の５以上　　

　の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資者となった者を「新」に、

　該当しなくなった者を「旧」に記載すること。

別紙２

届出後の役員、株主等又は使用人の状況（事業主等が未成年者の場合）

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

別紙３

届出後の役員、株主等又は使用人の状況（事業主等が個人である場合）

	事業主等

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

別紙４

届出後の役員、株主等又は使用人の状況（事業主等が法人である場合）

	事業主等

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ　

　と。

　

第２２号様式（第１１条第６項）　　　　（第１面）

特　定　事　業　の　変　更　届　出　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（宛先）東金市長

　　　事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）
東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１１条第１０項の規定により、採取土砂のみを用いる特定行為を伴う特定事業について変更をしたいので次のとおり届け出ます。

	
	変　　　更　　　後
	変　　　更　　　前

	事業主等の住所及び氏名

（法人にあっては住所、

名称及び代表者の氏名）
	
	

	特定事業区域（場）の位置
	
	

	特定事業区域（場）の面積
	㎡（実測）
	㎡（実測）

	特定事業の実施期間
	年　　月　　日

～

年　　月　　日
	年　　月　　日

～

年　　月　　日

	採取土砂の搬入計画
	
	


（第２面）

事業主等が条例第１０条第１項第１号カに規定する未成年者である場合

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注

１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役
　顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこ
　れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。

（第３面）

事業主等が個人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

（第４面）

事業主等が法人である場合

	事業主等

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（事業主等に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

　２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い
　　かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の
　　支配力を有するものと認められるものを含む。

第２３号様式（第１２条）　　　　　　　　 （表面）
特　定　事　業　変　更　許　可　決　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　年　　月　　日付けで申請のあった特定事業の変更については、次のとおり許可したので通知する。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

	当初の特定事業許可

年月日及び許可番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	変更の内容
	

	許可の条件
	


（裏面）
教示
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
　　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
第２４号様式（第１２条）

特　定　事　業　変　更　不　許　可　決　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　年　　月　　日付けで申請のあった、特定事業の変更については、次のとおり不許可としたので通知する。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　ほか　　　　筆

	当初の特定事業許可

年月日及び許可番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	不許可の理由
	


教示

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。

２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
第２５号様式（第１３条第１項）

特　定　事　業　開　始　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

年　　月　　日付け　　　　　第　　号　　で許可を受けた事業を開始したいので、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１３条の規定により、次のとおり届け出ます。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	開始年月日
	　　年　　　月　　　日

	開始前の特定事業

区域（場）の写真
	別紙のとおり

	標識の設置場所の

位置図及び写真
	別紙のとおり


第２６号様式（第１４条第１項）

土　砂　等　搬　入　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　　　　　年　　月　　日付け　　　　　第　　号　　で許可を受けた事業について、土砂等を搬入したいので、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１４条の規定により、次のとおり届け出ます。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業開始届の年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	土砂等の発生場所
	

	土砂等搬入量
	全体の搬入量　　　　　　　　　　　　　　㎥

（うち今回の搬入量　　　　　　　　　　　㎥）

	土砂等の搬入期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日


第２７号様式（第１４条第５項）

公　共　事　業　土　砂　等　発　生　元　証　明　書

	事業年度
	年度
	事業名
	

	工事名
	

	工事箇所
	

	工期（予定）
	　　　　　年　　　月　～　　　　　年　　　月

	　建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成３年１０月２５日建設省令第１９号）

当該□欄にレを記入

□

第１種建設発生土

（砂、礫及びこれらに準ずるものをいう。）

工作物の埋め戻し材料

土木構造物の裏込材

道路盛土材料

宅地造成用材料

□

第２種建設発生土

（砂質土、礫質土及びこれらに準ずるものをいう。）

土木構造物の裏込材

道路盛土材料

河川築堤材料

宅地造成用材料

□

第３種建設発生土

（通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるものをいう。）

土木構造物の裏込材

道路路体用盛土材料

河川築堤材料

宅地造成用材料

水面埋立て材料



	当該工事箇所から発生する土砂等は、上記のとおりであることを証明する。

年　　　　月　　　　日

公共事業発注者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


第２８号様式（第１５条第１項）


１２０㎝以上

	特定事業に関する標識

	特定事業の許可
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業の目的
	

	特定事業区域（場）の位置
	

	事業者
	住所

氏名（名称）

連絡先

	施行者
	住所

氏名（名称）

連絡先

	土地所有者
	住所

氏名（名称）　　

連絡先

	特定事業の許可の期間
	　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

	特定事業区域（場）の面積
	㎡
	特定事業に供する区域の見取り図

	土砂等の区分
	
	

	搬入予定量

（一時堆積特定事業の場合は、土砂等の年間の搬入及び搬出予定量）
	
	

	現場責任者の氏名及び職名
	

	
	
	

	
	
	


第２９号様式（第１６条第１項）
土　砂　等　管　理　台　帳　　　（　　　　年　　月分）

	事業主等　
	
	事業許可番号
	年　　月　　日　東金市指令第　　　号

	
	
	許可の期間
	　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日

	特定事業区域（場）の位置
	ほか　　筆
	使用される土砂等の量※一時堆積特定事業は年間の搬入・搬出量
	㎥

	特定事業区域（場）の面積
	㎡
	
	年間の搬入予定量　　㎥　搬出予定量　　㎥

	現場責任者職氏名
	
	連絡先電話番号
	


	発生元事業者名及び住所
	
	工事施行箇所
	
	工事現場責任者氏名
	

	土砂等の発生場所の工事名
	
	搬入土砂等の区分
	
	工事施行期間
	年　月　日～　　年　月　日

	土砂等搬入契約量
	㎥
	土砂等搬入期間
	年　月　日～　　年　月　日
	土砂等運搬契約者氏名
	


	日付
	搬入量

（㎥）
	発生場所から特定事業区域への運搬手段（該当項目全てに○印を記入）
	特定事業区域外への搬出　　※一時堆積特定事業のみ記入
	摘要

	
	
	陸上輸送
	海上輸送
	搬出先
	搬出先
	搬出先
	合計
	

	
	
	発生場所からの直送
	一時堆積特定事業場

を経由
	積込地→積卸地

海上輸送後は陸上輸送となる。
	搬出量（㎥）
	搬出量（㎥）
	搬出量（㎥）
	搬出量

（㎥）
	

	前月までの累計
	
	
	
	
	
	
	
	残（　）
	

	１
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１０
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１１
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１２
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１３
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１４
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１５
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１６
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１７
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１８
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１９
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２０
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２１
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２２
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２３
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２４
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２５
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２６
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２７
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２８
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２９
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３０
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３１
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計（残）
	
	
	
	
	
	
	
	残（　）
	

	累計
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第３０号様式（第１６条第５項）

特　定　事　業　状　況　報　告　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１６条第３項の規定により、残土を用いる特定事業の状況を次のとおり報告します。

	特定事業の許可

年月日及び許可番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　第　　　号

	特定事業区域の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業に使用される
土砂等の量
	㎥（うち今回実施済量　　　　　　　㎥）

（実施済量　　　　　　　　　　　㎥）

	発生場所・工事名等
	搬入予定量

　　　　㎥
	前回累計量

　　㎥
	今回報告量

　　㎥
	累計量

　　㎥
	備　考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合　　　　計
	
	
	
	
	


第３１号様式（第１６条第５項）

一時堆積特定事業状況報告書
年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１６条第３項の規定により、残土を用いる一時堆積特定事業の状況を次のとおり報告します。

	一時堆積特定事業の許可

年月日及び許可番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　第　　　号

	特定事業場の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	発生場所・工事名等
	前回までの

処分残量

　　㎥
	月　日～　月　日
	堆積場所

区分の有無
	備　考

	
	
	搬入量

㎥
	搬出量

㎥
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合　　　　計
	
	
	
	
	


第３２号様式（第１８条）

特　定　事　業　地　質　等　検　査　結　果　報　告　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第１７条第１項の規定により、残土を用いる特定事業に係る地質等の検査結果を次のとおり報告します。

	特定事業の許可

年月日及び許可番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	残土及び排水の採取場所・・・・・別添位置図及び現場写真のとおり

	地質分析（濃度）結果証明書・・・・・別添のとおり

	排水汚染状況測定（濃度）結果証明書・・・・・別添のとおり


第３３号様式（第１８条第３号）
	排　水　汚　染　状　況　測　定　（濃　度）　結　果　証　明　書

年　　月　　日

　　 　　　　　　　　 様

分析機関名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地
電話番号
環境計量士　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体の計量結果を次のとおり証明します。

(液体区分　　　　　　　　)

	項目
	単位
	測定値
	定量下限値
	基準値
	測定方法

	カドミウム
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102　55

	全シアン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102　38.1.2(38の備考11を除く。以下同じ)及び38.2、38.1.2及び38.3、38.1.2及び38.5
昭和46．環告第59号付表1

	有機燐
	mg/l
	
	
	
	昭和49．環告第64号付表1

	鉛
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102　54

	六価クロム
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102　65.2.1　65.2.6

	砒素
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102　61

	総水銀
	mg/l
	
	
	
	昭和46．環告第59号付表2

	アルキル水銀
	mg/l
	
	
	
	昭和46．環告第59号付表3及び昭和49．環告第64号付表3

	PCB
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0093　昭和46．環告第59号付表4

	ジクロロメタン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1

	四塩化炭素
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.5

	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）
	mg/l
	
	
	
	平成9．環告第10号付表

	1，2―ジクロロエタン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1

	1，1―ジクロロエチレン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1

	1，2―ジクロロエチレン
	mg/l
	
	
	
	シス体　　　日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1
トランス体　日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.１

	1，1，1―トリクロロエタン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.5

	1，1，2―トリクロロエタン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.5

	トリクロロエチレン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.5

	テトラクロロエチレン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.5

	1，3―ジクロロプロペン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.1

	チウラム
	mg/l
	
	
	
	昭和46．環告第59号付表5

	シマジン
	mg/l
	
	
	
	昭和46．環告第59号付表6第1、第2

	チオベンカルブ
	mg/l
	
	
	
	昭和46．環告第59号付表6第1、第2

	ベンゼン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2、5.4.2

	セレン
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102　67

	ふっ素
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102 34.1(34の備考1を除く)、34.2、34.4、34.1.1c)(注(2)第3文及び34の備考1を除く)、昭和46.環告第59号付表7

	ほう素
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102  47

	１，４－ジオキサン
	mg/l
	
	
	
	昭和46．環告第59号付表8

	銅
	mg/l
	
	
	
	日本産業規格　K0102  52.2、52.3、52.4、52.5

	浮遊物質量
	mg/l
	
	
	
	昭和46．環告第59号付表9

	水素イオン濃度
	―
	
	―
	
	日本産業規格　K0102　12.1

	備考
	計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合の当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業者の所在地：


第３４号様式（第１９条第１項）

特　定　事　業　廃　止　・　休　止　事　前　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２０条第１項の規定により、特定事業を廃止・休止したいので、次のとおり届け出ます。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可等の期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	廃止予定年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	休止予定期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	特定事業を廃止・休止した場合の特定事業区域の構造・・・別添図面のとおり

	特定事業を廃止・休止しようとする場合の工程・・・別紙のとおり

	使用された土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置・・・別添図面のとおり

	一時堆積特定事業の特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面積　　　　　　　㎡


別紙

特　定　事　業　工　程　表

	土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置の内容又は工法・工種
	年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




第３５号様式（第１９条第３項）

特　定　事　業　廃　止　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２０条第３項の規定により、特定事業を廃止しましたので、次のとおり届け出ます。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可等の期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	廃止年月日
	　　　年　　　月　　　日

	土砂等の搬入計画

及び搬入実績
	搬入計画量：　　　　　　　　㎥

搬入実績：　　　　　　　　㎥

	特定事業区域の構造
	別添図面のとおり


第３６号様式（第２０条第１項）

特　定　事　業　完　了　事　前　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２１条第１項の規定により、特定事業を完了するので、次のとおり届け出ます。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可等の期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	完了予定年月日
	年　　　月　　　日

	完了した場合の特定事業区域（場）の構造・・・別添図面のとおり

	特定事業が完了するまでの工程・・・別紙のとおり


別紙

特　定　事　業　工　程　表

	土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置の内容又は工法・工種
	年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




第３７号様式（第２０条第３項）

特　定　事　業　完　了　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２１条第３項の規定により、特定事業を完了しましたので、次のとおり届け出ます。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可等の期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	完了年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	完了した特定事業区域（場）の構造・・・・・別添図面のとおり


第３８号様式（第２１条第１項）

特　定　事　業　終　了　事　前　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２２条第１項の規定により、特定事業が期間内に完了する見込みがないため、当該特定事業を終了したいので次のとおり届け出ます。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可等の期間
	　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	特定事業を終了した場合の特定事業区域（場）の構造・・・・・別添図面のとおり

	特定事業を終了しようとする場合の工程・・・・・別紙のとおり

	使用された土砂等による災害の発生を防止するために必要な措置・・・・・別紙のとおり


別紙

特　定　事　業　工　程　表

	土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置の内容又は工法・工種
	年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




第３９号様式（第２１条第３項）

特　定　事　業　終　了　届

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２２条第３項の規定により、特定事業を終了しましたので、次のとおり届け出ます。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可等の期間
	　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　日

	終了した特定事業区域（場）の構造・・・・・別添図面のとおり


第４０号様式（第２２条）

特　定　事　業　完　了　等　確　認　通　知　書

第　　　号
年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
年　　月　　日付けで廃止・完了・終了届のあった特定事業は、許可等の内容に適合することを確認したので通知します。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業区域(場)の面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡


第４１号様式（第２３条第１項）　　（第１面）

特　定　事　業　譲　受　け　許　可　申　請　書

　年　　月　　日

（あて先）東金市長

申　請　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　実印

　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２３条第１項の規定により、特定事業の全部の譲受けの許可を受けたいので、次のとおり申請します。

	特定事業の許可

年月日及び許可番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可の期間
	　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

	譲受けの相手方の氏名及び住所
	住所又は所在地

	
	氏名又は名称

	現場責任者の氏名及び職名
	

	法定代理人の氏名及び住所

（法人にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名）
	

	譲受けをする理由
	


（第２面）

申請者が条例第２３条第３項において準用する条例第１０条第１項第１号カに規定する未成年者である場合

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注

１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ 

  と。

２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
　顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこ
　れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。

（第３面）

申請者が個人である場合

	申請者

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ

　と。

（第４面）

申請者が法人である場合

	申請者

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（申請者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

　２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い
　　かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の
　　支配力を有するものと認められるものを含む。

第４２号様式（第２３条第４項）　　　　　（第１面）
特　定　事　業　承　継　届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（宛先）東金市長

　　　　　届　出　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２３条第６項の規定により、採取土砂のみを用いた特定行為を伴う特定事業を譲り受けたので次のとおり届け出ます。

	特定事業の届出

年月日及び通知番号
	　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	承継年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	譲受けの相手方の氏名及び住所
	住所又は所在地

	
	氏名又は名称

	譲受けを証する書面
	別紙のとおり

	承継の理由
	


（第２面）

届出者が条第１０条第１項第１号カに規定する未成年者である場合

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注

１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
　顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこ
　れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。

（第３面）

届出者が個人である場合

	届出者

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

（第４面）

届出者が法人である場合

	届出者

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

　２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い
　　かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の
　　支配力を有するものと認められるものを含む。

第４３号様式（第２４条）　　　　　　 　　（表面）
特　定　事　業　譲　受　け　許　可　決　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

住　　所　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

東金市長　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった特定事業の譲受けについては、次のとおり許可したので通知する。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業区域（場）の面積
	　　　　　　　　　　　　　㎡

	特定事業の許可の期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	許可の条件
	


（裏面）
教示
１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
　　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
第４４号様式（第２４条）

特　定　事　業　譲　受　け　不　許　可　決　定　通　知　書

東金市指令第　　　号

年　　月　　日

住　　所　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

　東金市長　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった特定事業の譲受けについては、次のとおり不許可としたので通知する。

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業区域（場）の面積
	　　　　　　　　　　　　　㎡

	不許可の理由
	


教示

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、東金市長に対して審査請求をすることができます。

２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、東金市を被告として（訴訟において東金市を代表する者は東金市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
　
第４５号様式（第２５条第１項）　　（第１面）
特　定　事　業　相　続　等　届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（宛先）東金市長

届　出　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

（法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名）

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第２４条第２項の規定により、特定

事業の事業主等の地位を承継したので、次のとおり届け出ます。

	特定事業の許可等

年月日及び許可等番号
	　　　　年　　　月　　　日　　　　　　第　　　号

	特定事業区域（場）の位置
	東金市　　　　　　　　　　　　　　ほか　　　筆

	特定事業の許可等の期間
	　　　　年　　　月　　　日　～　　　　年　　　月　　　日

	承継前の事業主等
	住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



	承継年月日
	　　　　年　　　月　　　日

	現場責任者の

氏名及び職名
	

	法定代理人の氏名及び住所

（法人にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名）
	

	相続の理由
	相続　　　合併　　　分割


（第２面）

届出者が条例第１０条第１項第１号カに規定する未成年者である場合

	法定代理人

	
	（個人である場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	
	（法人である場合）



	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	
	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名　

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注

１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
　顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこ
　れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。

（第３面）

届出者が個人である場合

	届出者

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	
	男・女
	

	規則第７条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付するこ
　と。

（第４面）

届出者が法人である場合

	届出者

	
	（ふりがな）

名　称
	主たる事務所の所在地

	
	
	

	役員

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者（株主又は出資をしている者がある場合）

	
	発行済株式の総数
	　　　　　　　　　　　　　　株　　株
	出資の額
	

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	保有する株式の数又は出資の金額
	住　　　　所

	
	
	
	
	割　合
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	
	

	
	
	
	
	
	

	規則第７条の２に規定する使用人（届出者に当該使用人がある場合）

	
	（ふりがな）

氏　名
	生年月日
	性　別
	住　　　　　所

	
	
	役職名・呼称
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	男・女
	

	
	
	
	
	


注１　各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。

　２　「役員」欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

　　なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配
　　力を有するものと認められるものを含む。

第４６号様式（第２６条）

（表）

９cm

	
	
	第　　　号
職 氏 名

生年月日

　　　　上記の者は、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例第３１条第１項の規定により、立入検査を行う者であることを証明する。

年　　月　　日発行

東金市長　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)

	
	
写　真


	

	
	２．５cm


	


５.５㎝

（裏）

	東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例（抜粋）

（立入検査）

第３１条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業主等の現場事務所、特定事業区域（特定事業が一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場）その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

２　前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


参考　別表第３の４号の擁壁及び崖面崩壊防止施設の構造基準について
〇宅地造成及び特定盛土等規制法施行令　関係条文抜粋　（昭和３７年政令第１６号）
　（定義等）

第１条　この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。
中　略

４　擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。）とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。
（擁壁の設置に関する技術的基準）
第８条　法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
一　盛土又は切土（第３条第４号の盛土及び同条第５号の盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。
イ　切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第１上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面
⑴　その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角度以下のもの
⑵　その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角度を超え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から下方に垂直距離５メートル以内の部分に限る。）
ロ　土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面
ハ　第１４条第１号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面
二　前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。
２　前項第１号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ（２）の規定の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。
（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造）
第９条　前条第１項第２号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。
一　土圧、水圧及び自重（以下この条及び第１４条第２号ロにおいて「土圧等」という。）によつて擁壁が破壊されないこと。
二　土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
三　土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。
四　土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
２　前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。
一　土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。
二　土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの３分の２以下であることを確かめること。
三　土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の３分の２以下であることを確かめること。
四　土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。
３　前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。
一　土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別表第２の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。
二　鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第９０条（表１を除く。）、第９１条、第９３条及び第９４条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値
三　擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。
（練積み造の擁壁の構造）
第１０条　第８条第１項第２号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一　擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第１条第４項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第４において同じ。）が、崖の土質に応じ別表第４に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第１種又は第２種に該当するものであるときは４０センチメートル以上、その他のものであるときは７０センチメートル以上であること。
二　石材その他の組積材は、控え長さを３０センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面にEQ \* jc2  \* \* hps10 \o\ad(\s\up 9(くり),栗)石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。
三　前２号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。
四　擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第４上欄の第１種又は第２種に該当するものであるときは擁壁の高さの１００分の１５（その値が３５センチメートルに満たないときは、３５センチメートル）以上、その他のものであるときは擁壁の高さの１００分の２０（その値が４５センチメートルに満たないときは、４５センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。
（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用）
第１１条　第８条第１項第１号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第３６条の３から第３９条まで、第５２条（第３項を除く。）、第７２条から第７５条まで及び第７９条の規定を準用する。
（擁壁の水抜穴）
第１２条　第８条第１項第１号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積３平方メートル以内ごとに少なくとも１個の内径が７．５センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。
（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準）
第１４条　法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
一　盛土又は切土（第３条第４号の盛土及び同条第５号の盛土又は切土を除く。以下この号において同じ。）をした土地の部分に生ずる崖面に第８条第１項第１号（ハに係る部分を除く。）の規定により擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。
二　前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
イ　前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造であること。
ロ　土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
ハ　その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。
別表第１（第８条、第３０条関係）

	土　　　質
	擁壁を要しない勾配の上限
	擁壁を要する勾配の下限

	軟岩（風化の著しいものを除く。）
	６０度
	８０度

	風化の著しい岩
	４０度
	５０度

	砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの
	３５度
	４５度


別表第２（第９条、第３０条、第３５条関係）
	土　　　質
	単位体積重量（１立方ﾒｰﾄﾙにつき）
	土圧係数

	砂利又は砂
	１．８トン
	０．３５

	砂質土
	１．７トン
	０．４０

	シルト、粘土又はそれらを多量に含む土
	１．６トン
	０．５０


別表第３（第９条、第３０条、第３５条関係）
	土　　　　　質
	摩擦係数

	岩、岩EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(せつ),屑)、砂利又は砂
	０．５

	砂質土
	０．４

	シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少なくとも１５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。）
	０．３


別表第４（第１０条、第３０条関係）
	土　　　質
	擁　　　　　　　　　壁

	
	勾　　配
	高　　さ
	下端部分の厚さ

	第　　１　　種
	岩、岩屑、砂利

又は砂利混じり砂
	７０度を超え７５度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	４０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	５０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	６５度を超え７０度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	４０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	４５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	３ﾒｰﾄﾙを超え　４ﾒｰﾄﾙ以下
	５０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	６５度以下
	３ﾒｰﾄﾙ以下
	４０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	３ﾒｰﾄﾙを超え　４ﾒｰﾄﾙ以下
	４５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	４ﾒｰﾄﾙを超え　５ﾒｰﾄﾙ以下
	６０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	第　　２　　種
	真砂土、関東ローム、

硬質粘土その他

これらに類するもの
	７０度を超え７５度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	５０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	７０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	６５度を超え７０度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	４５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	６０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	３ﾒｰﾄﾙを超え　４ﾒｰﾄﾙ以下
	７５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	６５度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	４０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	５０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	３ﾒｰﾄﾙを超え　４ﾒｰﾄﾙ以下
	６５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	４ﾒｰﾄﾙを超え　５ﾒｰﾄﾙ以下
	８０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	第　　３　　種
	その他の土質
	７０度を超え７５度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	８５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	９０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	６５度を超え７０度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	７５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	８５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	３ﾒｰﾄﾙを超え　４ﾒｰﾄﾙ以下
	１０５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	６５度以下
	２ﾒｰﾄﾙ以下
	７０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	２ﾒｰﾄﾙを超え　３ﾒｰﾄﾙ以下
	８０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	３ﾒｰﾄﾙを超え　４ﾒｰﾄﾙ以下
	９５ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

	
	
	
	４ﾒｰﾄﾙを超え　５ﾒｰﾄﾙ以下
	１２０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上


〇宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則　関係条文抜粋　（昭和３７年建設省令第３号）
　
　（擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象）
第３１条　令第１４条第１号（令第１８条及び第３０条第１項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
　一　盛土又は切土をした後の地盤の変動
　二　盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入
　三　前２号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象

東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する指導要綱

	（趣旨）

第１条　この告示は、東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例（平成１７年東金市条例第１６号。以下「条例」という。）及び東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則（平成１７年東金市規則第３５号。以下「規則」という。）に基づく特定事業に係る許可申請等の手続を円滑に行うため、当該許可申請等に係る事前協議、利害関係者との調整その他特定事業の指導に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この告示における用語の意義は、条例及び規則に

定めるところによる。

（現地調査）

第３条　市長は、条例第８条第１項第１号の特定事業計画

書を受理したときは、現地調査を行うものとする。

（事前協議審査）

第４条　市長は、特定事業計画書等を関係課による審査に付するものとする。

２　関係課は、特定事業計画書等の審査のため必要と認める場合においては、事業主等に対し説明を求めることができる。

（計画の指導事項等）

第５条　市長は、審査結果に基づき、事業主等に対し、特定事業を行うに当たっての留意事項又は計画変更の指示を指導事項通知書（別記第１号様式）により通知し、指導するものとする。

２　前項の指導事項通知書の通知を受けた事業主等は、特定事業の計画を指導事項通知書の内容に適合させるために関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

（指導事項の回答）

第６条　前条第１項の指導事項通知書の通知を受けた事業主等は、特定事業の計画が指導事項通知書の内容に適合するに至ったときは、指導事項回答書（別記第２号様式。以下「回答書」という。）を市長に提出しなければならない。

（関係機関等への照会等）

第７条　市長は、前条の回答書を受理したときは、その内容について関係行政機関等に照会し、確認するものとする。

２　前項の規定による確認がなされた場合において、特定事業に残土が使用される計画にあっては、市長は、住民説明会等を開催する地域を指定するものとする。

⑸　協定を締結した場合においては、協定書の写し

⑹　前項に基づき、文書の配布等により周知した場合に

おいては、その文書

６　市長は、前項の規定に基づいて提出された、住民説明会の報告書の内容から勘案し、十分説明がなされていないと判断するときは、事業主等に対し、再度住民説明会の開催を指示できる。

７　第１項から第５項までの規定は、前項の指示に基づく

住民説明会に準用する。

（特定事業計画書の取下げ）

第９条　市長は、第５条第１項の規定による指導事項通知書の通知の日の翌日から起算して１年を経過した日において第６条に規定する回答書が提出されていない場合にあっては、その特定事業計画書は、取り下げられたものとみなす。ただし、特定事業の計画を指導事項に適合させるため、やむを得ないと市長が認める場合においては、この限りでない。

（境界確認）

第１０条　事業主等は、特定事業区域（一時堆積特定事業にあっては、特定事業場）に接する土地との境界について、特定事業の着手前に、その土地所有者と確認協議を行うこととする。

（現場事務所の設置基準）

第１１条　条例第１９条に規定する関係書類等の縦覧場所に供する現場事務所の設置については、必要最小限度の建築面積（３０平方メートル以内）とする。

２　現場事務所は、特定事業廃止届、特定事業完了届又は特定事業終了届を提出する以前に撤去しなければならない。

（施工基準の遵守） 

第１２条　事業主等は、特定事業の施工に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。

⑴　周辺対策

特定事業の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動

及び土砂等の流失等の防止対策を講じ、周辺の生活環

境を損なわないようにすること。

⑵　作業時間等

ア　作業時間は、午前８時３０分から午後５時までと

すること。

　　イ　日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日においては原則

として作業を行わないこと。

⑶　交通安全対策
	（住民説明会等）

第８条　特定事業に残土を使用する事業主等は、前条第２項の規定により指定された関係地域に居住する住民（以下「関係地域住民」という。）に対し、自らの責任において住民説明会を開催し、次に掲げる事項について説明を行うものとする。

⑴　特定事業の計画の概要

ア　事業主等の氏名若しくは名称、住所及び連絡先

イ　現場責任者の氏名及び連絡先

ウ　事業目的、特定事業区域、事業期間、面積、土量、

搬入（搬出）経路及び見取図

エ　計画平面図（概要）及び搬入時間

オ　使用される土砂等の発生場所及び区分

カ　その他必要な事項

⑵　地域の環境保全上の留意点

ア　事業主等が計画する土砂等の飛散及び流出に係る防止対策

イ　囲いの設置、搬入車両の安全管理、搬入土砂等の

管理、残置林の確保及び施工時間

ウ　関係書類等の縦覧の方法

エ　その他必要な事項

２　事業主等は、住民説明会を開催するに当たっては、その場所、日程、事業計画の概要等について、あらかじめ、関係地域住民に周知を図るものとする。

３　事業主等は、住民説明会を開催した結果、関係地域住民の代表者から、特定事業の実施に伴うその地域の環境保全に係る遵守事項について協定の締結の申出があった場合においては、協定の締結に努めるものとする。

４　事業主等は、その責めに帰することのできない事由で住民説明会を開催することができない場合においては、その事業計画を記載した文書を配布する等の方法により、周知に努めるものとする。

５　事業主等は、条例第９条第１項第１１号に規定する住民説明会の報告書を、事前協議終了までに、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

⑴　第２項に規定する住民説明会の開催案内文書又は

周知文書

⑵　関係地域住民の出席状況（対象者数及び出席者数を

示すもの）

⑶　住民説明会における配布資料

⑷　関係地域住民、近隣の住民その他特定事業について

利害関係を有する者からの要望があった場合におい

ては、要望書等の写し又はそれに対する回答書の写し

ア　土砂等の搬入経路は、あらかじめ道路管理者と協

議すること。

イ　土砂等の搬入経路が通学路の場合においては、登

下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な

措置を講じること。

⑷　安全対策

出入口は、原則として1箇所とし、不法投棄がされ

ないような構造とすること。

⑸　特定事業施工上の基準

　特定事業を完了するときは、敷均しを行い、十分転

圧し、整地をすること。

（事故時の措置） 

第１３条　事業主等は、特定事業の施工により事故が生じたときは、当該特定事業を直ちに停止し、緊急措置を講ずるとともに速やかに市長にその状況を報告するものとする。
（提出書類）

第１４条　この告示の規定により市長に提出する書類及び図面の提出部数は、市長の指示する部数とする。

附　則

　この告示は、平成１８年１月１日から施行する。
附　則

　この告示は、令和４年４月１日から施行する。
附　則

　この告示は、令和４年６月１日から施行する。


別記

第１号様式（第５条第１項）

指　導　事　項　通　知　書

第　　　号

年　　月　　日

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様

土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　様
東金市長　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(□,印)
　　　　　年　　月　　日付けで提出のあった特定事業計画書について審査をした結果、次のとおり手続き等が必要になりますので、指導事項として通知いたします。指導事項の回答については、別添回答書により行なってください。

　

	特定事業区域（場）の

位置及び面積
	東金市
　　　　　　　　

　　　　　　　　　ほか　　　　筆
	面　　　　積

㎡

	指導事項
	


第２号様式（第６条）

指　導　事　項　回　答　書

年　　月　　日

（宛先）東金市長

事　業　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

施　行　者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（法人にあっては、主たる事業所の

　　　　　　　所在地、名称及び代表者の氏名）

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で指導のあった事項について、次のとおり回答いたします。

	特定事業区域（場）の

位置及び面積
	東金市

　　　　　　　　　ほか　　　　筆
	面　　　　積

㎡


	指　導　事　項
	回　　答　　内　　容

	
	


	このことについてのお問い合わせ先

東金市経済環境部環境保全課

〒２８３－８５１１

千葉県東金市東岩崎１－１

ＴＥＬ　０４７５－５０－１１７１

ＦＡＸ　０４７５－５０－１２９７


令和７年３月版





再生土等による埋立て等は原則禁止（令和４年６月１日～）
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